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一、

ﾍ
じ
め
に

　
揚
子
江
デ
ル
タ
の
河
口
附
近
、
上
海
・
松
江
・
嘉
定
・
太
倉
・
毘
山

等
の
地
方
は
、
元
初
に
書
道
の
伝
来
が
行
な
わ
れ
て
木
棉
栽
培
が
普
及

し
、
明
代
に
は
一
層
の
展
開
を
み
て
棉
花
を
原
料
と
す
る
織
布
業
が
農

村
工
業
と
し
て
盛
ん
に
な
っ
た
。
か
か
る
中
国
初
期
棉
業
な
ら
び
に
棉

　
　
明
末
清
初
、
長
江
デ
ル
タ
に
お
け
る
棉
作
と
水
利

作
の
歴
史
的
性
格
の
究
明
を
意
図
し
た
研
究
と
し
て
、
我
々
は
か
の
西

嶋
笙
氏
の
一
連
の
藷
簿
つ
・
西
嶋
氏
に
よ
れ
ば
・
初
期
棉
業
・

棉
作
の
性
格
は
、
商
品
生
産
と
規
定
さ
れ
る
が
、
こ
の
商
品
生
産
な
る

も
の
も
農
家
の
副
業
、
家
計
補
充
的
性
格
に
強
く
規
定
さ
れ
る
も
の
で

あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
際
、
副
業
と
か
家
計
補
充
と
い
っ
た
農
家
経
済

に
関
わ
る
用
語
が
何
故
に
使
用
さ
れ
る
の
か
と
言
え
ば
、
土
地
制
度
と

の
関
わ
り
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
た
だ
し
、
こ
の
土
地
制
度
は
二
つ
の

面
か
ら
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
第
一
は
、
当
時
の
地
主
．
佃
戸
関

係
、
そ
の
具
体
的
表
現
た
る
佃
租
収
奪
の
問
題
、
第
二
は
、
第
一
の
地

嶋
氏
の
研
究
に
あ
っ
て
は
、
棉
作
に
し
て
も
棉
工
業
に
し
て
も
、
旧
来

の
土
地
制
度
と
の
関
連
に
お
け
る
家
計
補
充
的
性
格
は
、
こ
れ
を
容
易

に
脱
却
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
結
論
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、

西
嶋
氏
の
中
国
初
期
棉
業
に
関
す
る
諸
理
解
に
つ
い
て
は
、
そ
の
業
績

一　77　一

明
末
清
初
、

長
江
デ
ル
タ
に
お
け
る
棉
作
と
水
利
/ー¥

¥ーノ

目

次

一
、
は
じ
め
に

ニ
、
明
末
に
お
け
る
棉
作
の
展
開

ω
棉
作
と
地
主
佃
一
円
関
係

ω
棉
作
と
専
制
国
家
権
力
(
以
上
、
本
号
)

価
棉
作
と
商
業
資
本

=
一
、
棉
作
の
展
開
と
水
利
共
同
体
の
変
質

問

結

ぴ

一
、
は
じ
め
に

揚
子
江
デ
ル
タ
の
河
口
附
近
、
上
海
・
松
江
・
嘉
定
・
太
倉
・
昆
山

等
の
地
方
は
、
元
初
に
棉
種
の
伝
来
が
行
な
わ
れ
て
木
棉
栽
培
が
普
及

し
、
明
代
に
は
一
層
の
展
開
を
み
て
棉
花
を
原
料
と
す
る
織
布
業
が
農

村
工
業
と
し
て
盛
ん
に
な
っ
た
。
か
か
る
中
国
初
期
棉
業
な
ら
び
に
棉

明
末
清
初
、
長
江
デ
ル
タ
に
お
け
る
棉
作
と
水
利

l
 

i
 

--aE' 

勝

守

作
の
歴
史
的
性
格
の
究
明
を
意
図
し
た
研
究
と
し
て
、
我
々
は
か
の
西

嶋
定
生
氏
の
一
連
の
業
績
を
持
つ
。
西
嶋
氏
に
よ
れ
ば
、
初
期
棉
業
、

棉
作
の
性
格
は
、
商
品
生
産
と
規
定
さ
れ
る
が
、
こ
の
商
品
生
産
な
る

も
の
も
農
家
の
副
業
、
家
計
補
充
的
性
格
に
強
く
規
定
さ
れ
る
も
の
で

あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
際
、
副
業
と
か
家
計
補
充
と
い
っ
た
農
家
経
済

に
関
わ
る
用
語
が
何
故
に
使
用
さ
れ
る
の
か
と
言
え
ば
、
土
地
制
度
と

の
関
わ
り
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
た
だ
し
、
こ
の
土
地
制
度
は
二
つ
の

面
か
ら
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
第
一
は
、
当
時
の
地
主
・
佃
一
円
関

係
、
そ
の
具
体
的
表
現
た
る
佃
租
収
奪
の
問
題
、
第
二
は
、
第
一
の
地

主
・
佃
一
円
関
係
の
基
底
に
存
在
す
る
国
家
権
力
の
問
題
、
そ
し
て
そ
の

『

ワ

白

】

具
体
的
表
現
と
し
て
の
過
重
田
賦
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
西

嶋
氏
の
研
究
に
あ
っ
て
は
、
棉
作
に
し
て
も
棉
工
業
に
し
て
も
、
旧
来

の
土
地
制
度
と
の
関
連
に
お
け
る
家
計
補
充
的
性
格
は
、
乙
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を
容
易

に
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却
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
結
論
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、

西
嶋
氏
の
中
一
国
初
期
棉
業
に
関
す
る
諸
理
解
に
つ
い
て
は
、
そ
の
業
績
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明
末
清
初
、
長
江
デ
ル
タ
に
お
け
る
棉
作
と
水
利

な
幾
多
の
批
判
が
な
さ
れ
て
も
、
棉
作
・
棉
工
業
が
二
面
的
意
味
を
持

つ
土
地
制
度
と
い
か
な
る
関
連
を
持
つ
か
の
間
題
は
依
然
と
し
て
解
決

し
て
い
な
い
。
本
稿
は
、
西
嶋
氏
の
研
究
、
及
び
そ
の
後
に
展
開
し
た

学
説
の
発
展
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
そ
れ
ら
先
学
の
所
説
の
讃
嘆
に
附
し
、

若
干
の
追
加
を
試
み
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
考
察
は
さ
し
当

り
棉
作
経
営
の
部
門
に
絞
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
棉
作
の
方
が
棉
工
業

に
比
し
、
農
業
的
側
面
を
よ
り
多
く
持
つ
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、

当
地
の
棉
作
は
水
稲
作
か
ら
転
換
し
た
も
の
が
多
か
っ
た
の
焦
飽

こ
の
転
換
の
必
然
性
を
考
え
る
こ
と
で
農
村
社
会
の
発
展
が
位
置
づ
け

さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

．
さ
て
、
こ
こ
で
藁
に
入
る
前
に
、
上
海
．
嘉
定
．
太
目
等
の
鍛

に
木
棉
栽
培
が
盛
ん
に
な
っ
た
と
い
う
理
由
に
つ
い
て
西
嶋
氏
の
理
解

を
確
認
し
て
お
こ
う
。
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
地
域
は
、
土
地
高
仰

で
水
利
の
便
が
悪
く
、
灌
灘
農
作
業
に
は
多
く
の
労
働
力
を
要
し
、
水

田
稲
作
は
労
多
く
し
て
功
少
な
く
、
ま
た
浜
海
浦
歯
の
地
域
で
は
塩
性

土
壌
の
ゆ
え
に
稲
作
に
不
適
で
あ
っ
た
。
か
か
る
稲
作
に
と
っ
て
不
利

な
諸
条
件
を
克
服
す
る
も
の
が
棉
作
で
あ
り
、
そ
の
諸
条
件
は
そ
の
ま

ま
黒
作
の
立
地
条
件
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
西
嶋
氏
は
、
明
末
の

状
態
で
は
、
上
海
県
の
全
耕
地
の
約
五
〇
％
、
太
倉
州
の
二
七
〇
％
、

嘉
定
県
の
ご
と
き
は
実
に
九
〇
％
弱
が
油
引
地
と
し
て
耕
作
さ
れ
て
い

た
と
し
、
か
か
る
棉
作
地
帯
に
お
い
て
は
、
一
部
は
水
稲
と
輪
作
す
る

ば
あ
い
も
あ
る
が
、
お
お
む
ね
棉
花
を
連
作
し
、
こ
の
ば
あ
い
棉
作
業

者
は
完
全
な
商
品
生
産
者
で
あ
っ
た
と
み
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
地
帯

の
原
料
生
産
と
し
て
の
棉
作
は
、
棉
工
業
に
対
す
る
独
占
的
原
料
提
供

者
と
は
な
り
え
ず
、
北
方
諸
省
か
ら
の
棉
花
販
入
に
よ
っ
て
独
占
的
利

潤
を
抑
え
ら
れ
て
い
た
と
も
い
い
、
こ
れ
が
先
の
棉
作
の
立
地
条
件
と

関
連
す
る
と
、
立
地
条
件
に
合
わ
ぬ
地
域
、
つ
ま
り
松
江
府
の
西
郷
地

方
な
ど
の
低
郷
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
単
作
よ
り
稲
作
の
方
が
有
利
で

あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
と
い
う
。

　
　
州
割
自
三
邑
、
土
風
画
因
而
分
。

　
　
自
立
而
東
距
干
海
。
其
田
細
砂
。
忙
種
宜
木
棉
麻
薯
。
皇
民
三
重
，

　
　
而
清
節
。

　
　
自
南
郷
而
立
官
倉
海
。
其
田
上
中
錯
。
其
種
直
木
棉
。
其
畜
干
魚
。

　
　
其
立
動
竹
。
其
民
面
付
而
憬
急
。

　
　
自
北
郷
愛
東
悪
言
海
。
其
田
中
業
錯
。
言
種
宜
木
管
。
窪
者
宜
稲
。

　
　
其
畜
魚
与
羊
。
其
樹
宜
木
。
三
民
澗
達
泥
足
智
。

と
あ
る
よ
う
に
、
太
倉
州
の
ど
の
地
域
に
お
い
て
も
木
江
栽
培
が
行
な

わ
れ
た
の
で
あ
る
・
従
っ
て
・
同
『
二
面
晶
＋
廿
万
文
志
・
文
徴
、
王

八
三
「
水
利
説
」
に
、

　
　
遍
断
郊
原
四
望
、
遍
地
墨
棉
。
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当
地
の
棉
作
は
水
稲
作
か
ら
転
換
し
た
も
の
が
多
か
っ
た
の
だ
か
ら
、

乙
の
転
換
の
必
然
性
を
考
え
る
こ
と
で
農
村
社
会
の
発
展
が
位
置
づ
け

さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

き
て
、
乙
こ
で
考
察
に
入
る
前
に
、
上
海
・
嘉
定
・
太
倉
等
の
地
拐

に
木
棉
栽
培
が
盛
ん
に
な
っ
た
と
い
う
理
由
に
つ
い
て
西
嶋
氏
の
理
解

を
確
認
し
て
お
こ
う
。
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
地
域
は
、
土
地
高
仰

で
水
利
の
便
が
悪
く
、
濯
瓶
農
作
業
に
は
多
く
の
労
働
力
を
要
し
、
水

田
稲
作
は
労
多
く
し
て
功
少
な
く
、
ま
た
浜
海
斥
歯
の
地
域
で
は
塩
性

土
壌
の
ゆ
え
に
稲
作
に
不
適
で
あ
っ
た
。
か
か
る
稲
作
に
と
っ
て
不
利

な
諸
条
件
を
克
服
す
る
も
の
が
棉
作
で
あ
り
、
そ
の
諸
条
件
は
そ
の
ま

ま
棉
作
の
立
地
条
件
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
西
嶋
氏
は
、
明
末
の

状
態
で
は
、
上
海
県
の
全
耕
地
の
約
五

O
%
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太
倉
州
の
約
七

O
%
、

嘉
定
県
の
ご
と
き
は
実
に
九
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%
弱
が
棉
作
地
と
し
て
耕
作
さ
れ
て
い

た
と
し
、
か
か
る
棉
作
地
帯
に
お
い
て
は
、
一
部
は
水
稲
と
輪
作
す
る

ば
あ
い
も
あ
る
が
、
お
お
む
ね
棉
花
を
連
作
し
、
乙
の
ば
あ
い
棉
作
業

者
は
完
全
な
商
品
生
産
者
で
あ
っ
た
と
み
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
地
帯

の
原
料
生
産
と
し
て
の
棉
作
は
、
棉
工
業
に
対
す
る
独
占
的
原
料
提
供

者
と
は
な
り
え
ず
、
北
方
諸
省
か
ら
の
棉
花
販
入
に
よ
っ
て
独
占
的
利

潤
を
抑
え
ら
れ
て
い
た
と
も
い
い
、
乙
れ
が
先
の
棉
作
の
立
地
条
件
と

関
連
す
る
と
、
立
地
条
件
に
合
わ
ぬ
地
域
、
つ
ま
り
松
江
府
の
西
郷
地

方
な
ど
の
低
郷
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
棉
作
よ
り
稲
作
の
方
が
有
利
で

あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
と
い
う
。

明
末
に
お
い
て
太
倉
の
地
は
、
そ
の
約
七

O
%
が
棉
作
地
で
あ
っ
た

ベ
J
)

巻

と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
も
、
崇
禎
「
太
倉
川
士
心
」
五
風
俗
志
流
習
に
、
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と
述
べ
る
よ
う
に
、
明
末
に
は
見
渡
す
限
り
棉
花
畑
と
な
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
か
か
る
幹
回
地
方
の
棉
作
の
展
開
に
関
し
て
、
壬
午
（

崇
禎
十
五
年
一
六
四
二
）
冬
日
の
日
付
の
あ
る
崇
禎
『
高
倉
町
志
』
の

凡
例
は
、

　
　
余
謂
、
邑
乗
所
重
、
当
国
究
利
病
、
酌
核
源
流
。
如
州
地
未
必
不

　
　
宜
稲
。
承
佃
人
偏
種
棉
花
。
庫
米
価
騰
貴
、
田
主
強
責
語
種
稲
。

　
　
又
惜
工
本
、
不
侶
率
開
河
。
小
民
雲
水
実
難
。
且
河
道
尽
塞
、
無

　
　
水
府
扉
。
如
再
泄
泄
、
数
年
後
、
将
不
知
所
底
。
故
一
篇
三
致
意
。

と
記
す
。
凡
例
に
は
一
般
に
編
纂
の
体
裁
や
内
容
の
大
旨
な
ど
を
記
し

た
も
の
が
多
い
。
・
右
の
凡
例
に
記
し
た
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
、
知
州
銭
無

楽
、
州
人
張
采
が
方
志
の
出
版
に
よ
っ
て
何
を
主
張
し
た
い
の
か
を
窺

う
こ
と
が
で
き
る
で
匁
旭
こ
こ
で
告
さ
れ
る
内
容
は
・
ま
ず
第

一
に
、
棉
作
を
行
な
っ
て
い
る
の
は
明
確
に
佃
戸
で
あ
る
と
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
際
土
地
の
条
件
が
必
ず
し
も
稲
作
に
不
適
と
い
う
わ
け
で
も

な
い
の
に
佃
戸
の
方
が
拙
作
を
強
行
す
る
と
い
う
。
第
二
に
、
と
こ
ろ

が
米
価
が
騰
貴
す
る
と
、
地
主
は
稲
作
を
佃
戸
に
要
望
す
る
よ
う
に
な

っ
た
（
が
そ
れ
は
実
現
し
な
い
）
。
第
三
に
、
田
主
は
（
水
利
工
事
の

た
め
の
）
工
本
を
出
す
の
を
惜
し
み
、
転
迷
に
協
力
し
な
い
。
小
民
の

扉
水
（
灌
概
）
も
実
に
難
し
い
。
か
つ
河
道
は
塞
が
り
、
水
利
の
便
は

悪
く
な
っ
て
い
る
。
と
な
れ
ば
、
棉
作
が
展
開
す
る
条
件
は
ま
す
ま
す

備
わ
っ
て
し
ま
う
。
以
上
が
『
州
志
』
の
凡
例
が
伝
え
る
コ
七
三
致

　
　
明
末
清
初
、
長
江
デ
ル
タ
に
お
け
る
棉
作
と
水
利

意
」
の
内
容
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
明
代
の
棉
作
経
営
の
実
態
を
知
る
上

で
極
め
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
以
下
、
本
小
稿
は
右

の
凡
例
の
一
文
に
示
さ
れ
た
三
点
に
つ
い
て
節
を
分
か
っ
て
検
討
し
て

い
こ
う
と
思
う
。

二
、
明
豊
に
お
け
る
黒
作
の
展
開

　
ω
　
棉
作
と
地
主
佃
戸
関
係

　
崇
禎
『
太
倉
州
志
』
の
凡
例
に
、
上
述
の
ご
と
く
、
　
「
州
地
の
如
き

は
未
だ
必
ず
し
も
稲
に
宜
し
か
ら
ざ
る
に
は
あ
ら
ず
。
承
佃
人
偏
く
棉

花
を
種
う
」
と
あ
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
叙
述
は
、
棉
作
よ
り
む
し
ろ

稲
作
の
方
が
望
ま
し
い
、
と
り
わ
け
佃
戸
が
棉
作
を
行
な
う
こ
と
は
宜

し
く
思
わ
な
い
と
い
っ
た
印
象
を
与
え
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
『
州
志
』

の
別
の
叙
述
個
所
を
み
三
よ
う
。
委
『
州
志
藷
＋
纏
志
、

災
祥
に
、

　
　
采
按
・
．
・
・
．
・
大
水
旱
他
邑
同
。
若
風
潮
惟
綿
花
敗
。
而
畑
地
虚
威
者
、

　
　
亦
十
悪
六
七
、
皆
棄
稲
襲
花
。

と
あ
っ
て
、
稲
作
に
適
す
る
地
が
十
の
う
ち
六
・
七
割
も
あ
る
も
、
そ

の
地
は
皆
水
稲
作
か
ら
棉
作
に
転
換
し
て
い
る
と
い
い
、
ま
た
、
　
『
州

志
」
塔
賦
役
志
・
秋
糧
に
は
・

　
　
ノ

　
　
立
楽
論
拙
妻
日
、
州
最
高
阜
、
水
利
不
究
。
佃
人
置
便
私
線
岡
公

　
　
上
、
喜
樹
木
棉
。
毎
畝
輸
租
七
銭
学
期
過
当
。
錐
厳
禁
之
、
不
可
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と
述
べ
る
よ
う
に
、
明
末
に
は
見
渡
す
限
り
棉
花
畑
と
な
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
か
か
る
太
倉
地
方
の
棉
作
の
展
開
に
関
し
て
、
壬
午
(

崇
禎
十
五
年
一
六
四
二
)
冬
日
の
日
付
の
あ
る
崇
禎
「
太
倉
州
志
」
の

凡
例
は
、

余
謂
、
自
乗
所
重
、
当
国
究
利
病
、
酌
核
源
流
。
如
州
地
未
必
不

宜
稲
。
承
佃
人
偏
種
棉
花
。
庫
米
価
騰
貴
、
田
主
強
責
佃
種
稲
。

文
情
工
本
、
不
倍
率
開
河
。
小
民
一
昨
水
実
難
。
且
河
道
尽
塞
、
無

水
可
一
周
。
如
再
油
樹
、
数
年
後
、
将
不
知
所
底
。
故
一
篇
三
致
意
。

と
記
す
。
凡
例
陀
は
一
般
に
編
纂
の
体
裁
や
内
容
の
大
旨
な
ど
を
記
し

た
も
の
が
多
い
。
右
の
凡
例
に
記
し
た
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
、
知
州
銭
粛

楽
、
州
人
張
采
が
方
志
の
出
版
に
よ
っ
て
何
を
主
張
し
た
い
の
か
を
窺

-
o
o
-

う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
内
容
は
、
ま
ず
第

一
に
、
棉
作
を
行
な
っ
て
い
る
の
は
明
確
に
佃
一
戸
で
あ
る
と
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
際
土
地
の
条
件
が
必
ず
し
も
稲
作
に
不
適
と
い
う
わ
け
で
も

な
い
の
に
佃
一
円
の
方
が
棉
作
を
強
行
す
る
と
い
う
。
第
二
に
、
と
こ
ろ

が
米
価
が
騰
貴
す
る
と
、
地
主
は
稲
作
を
佃
戸
に
要
望
す
る
よ
う
に
な

っ
た
(
が
そ
れ
は
実
現
し
な
い
)
。
第
三
に
、
田
主
は
(
水
利
工
事
の

た
め
の
)
工
本
を
出
す
の
を
惜
し
み
、
開
港
に
協
力
し
な
い
。
小
民
の

育
水
(
濯
概
)
も
実
に
難
し
い
。
か
つ
河
道
は
塞
が
り
、
水
利
の
便
は

悪
く
な
っ
て
い
る
。
と
な
れ
ば
、
棉
作
が
展
開
す
る
条
件
は
ま
す
ま
す

備
わ
っ
て
し
ま
う
。
以
上
が
『
州
志
』
の
凡
例
が
伝
え
る
「
一
篇
三
致

明
末
清
初
、
長
江
デ
ル
タ
に
お
け
る
棉
作
と
水
利

意
」
の
内
容
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
明
代
の
棉
作
経
営
の
実
態
を
知
る
上

で
極
め
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
以
下
、
本
小
稿
は
右

の
凡
例
の
一
文
に
示
さ
れ
た
三
点
に
つ
い
て
節
を
分
か
っ
て
検
討
し
て

い
こ
う
と
思
う
。

二
、
明
末
に
お
け
る
棉
作
の
展
開

ω
棉
作
と
地
主
佃
一
円
関
係

崇
禎
「
太
倉
州
志
』
の
凡
例
に
、
上
述
の
ご
と
く
、
「
州
地
の
如
き

は
未
だ
必
ず
し
も
稲
に
宜
し
か
ら
ざ
る
に
は
あ
ら
ず
。
承
佃
人
偏
く
棉

花
を
種
う
」
と
あ
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
叙
述
は
、
棉
作
よ
り
む
し
ろ

稲
作
の
方
が
望
ま
し
い
、
と
り
わ
け
佃
戸
が
棉
作
を
行
な
う
乙
と
は
宜

し
く
思
わ
な
い
と
い
っ
た
印
象
を
与
え
る
。
乙
の
点
に
つ
い
て
「
州
志
」

の
別
の
叙
述
個
所
を
み
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
「
州
志
』
時
十
項
一
轍
志
、

災
祥
応
、采

按
:
・
・
:
大
水
皐
他
邑
問
。
若
風
潮
惟
綿
花
敗
。
而
州
地
宜
稲
者
、

亦
十
之
六
七
、
皆
棄
稲
襲
花
。

と
あ
っ
て
、
稲
作
に
適
す
る
地
が
十
の
う
ち
六
・
七
割
も
あ
る
も
、
そ

の
地
は
皆
水
稲
作
か
ら
棉
作
に
転
換
し
て
い
る
と
い
い
、
ま
た
、
「
州

志
」
噌
賦
役
志
、
秋
糧
に
は
、

，F'
 

粛
楽
論
漕
糧
日
、
州
地
高
車
、
水
利
不
究
。
佃
人
挟
便
私
而
間
公

上
、
喜
樹
木
棉
。
毎
畝
輸
租
七
銭
扇
得
過
当
。
雄
厳
禁
之
、
不
可
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明
末
清
初
、
長
江
デ
ル
タ
に
お
け
る
棉
作
と
水
利

　
　
止
。

と
あ
り
、
佃
戸
は
自
分
の
利
益
の
み
を
図
っ
て
木
棉
を
植
え
る
の
を
喜

ん
だ
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
畝
ご
と
の
佃
租
は
七
銭
あ
ま
り
に
し
か
な
ら

ず
、
そ
こ
で
鞍
作
を
厳
禁
し
よ
う
と
し
た
が
、
止
め
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
。
そ
う
し
た
佃
戸
の
棉
花
栽
培
の
結
果
、
『
州
志
晶
学
校
志
、

学
田
に
、

　
　
愚
謂
、
当
履
畝
、
準
民
間
田
起
租
。
亦
如
民
間
花
稲
静
置
。
婁
佃

　
　
図
好
匿
、
多
種
木
棉
。
即
有
秋
価
不
輸
一
両
、
所
入
不
足
益
税
糧
。

　
　
干
是
、
田
主
約
上
田
七
分
米
、
花
野
之
。
甚
下
版
納
米
三
分
。
米

　
　
科
本
色
、
花
視
学
収
等
殺
、
則
箔
押
租
有
法
。

と
あ
る
よ
う
に
、
学
田
の
収
租
に
あ
た
っ
て
は
、
民
聞
の
収
租
に
準
じ

て
、
綿
花
と
施
米
と
の
両
者
を
兼
ね
て
収
め
る
こ
と
と
す
る
が
、
婁
（

太
倉
）
の
佃
戸
は
好
望
を
図
り
（
自
分
の
取
り
分
を
多
く
し
ょ
う
と
し

て
）
、
多
く
木
棉
を
植
え
て
、
年
租
に
は
棉
花
を
あ
て
る
。
そ
こ
で
秋

収
時
の
地
主
の
取
り
分
は
畝
ご
と
に
一
両
（
先
掲
史
料
「
秋
糧
」
に
は

七
銭
と
あ
っ
た
）
に
み
た
ず
、
そ
れ
で
は
（
米
を
基
準
と
し
た
場
合
の
）

七
型
に
も
当
ら
な
い
。
そ
こ
で
地
主
は
、
上
田
で
七
分
を
米
、
三
分
を

棉
花
と
割
合
を
決
め
、
甚
だ
下
田
な
る
も
三
分
の
米
は
確
保
す
る
と
し
、

米
を
佃
租
の
本
色
基
調
に
し
た
い
と
い
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
実
は
次

の
よ
う
な
点
も
考
慮
さ
れ
て
い
た
。
『
州
志
』
鷺
俗
志
、
物
産
、
附

旱
稲
に
『
州
志
』
の
編
者
張
采
は
、

　
　
采
按
、
州
地
下
仰
、
又
不
利
不
修
。
若
頁
得
旱
稲
種
。
歳
給
承
佃

　
　
人
、
治
岡
身
地
。
筍
畝
穫
三
石
、
已
倍
棉
花
　
。

と
述
べ
、
地
の
高
士
に
し
て
水
利
修
ら
な
い
と
こ
ろ
に
は
、
日
照
り
に

強
い
旱
稲
種
を
も
と
め
え
た
ら
、
こ
れ
を
承
佃
人
に
給
す
る
が
よ
く
、

そ
れ
が
畝
ご
と
に
陶
石
も
収
穫
で
き
れ
ば
、
す
で
に
棉
花
の
収
入
に
倍

す
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
と
こ
ろ
で
、
畝
ご
と
に
旱
黒
米
隅
石
の
収
穫
は
、

果
し
て
同
面
積
当
り
の
棉
花
収
穫
よ
り
も
有
利
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ

れ
の
検
証
を
行
な
っ
て
み
よ
う
。
巴
里
十
五
年
当
時
の
当
地
方
に
お
け

る
米
価
と
棉
花
価
格
な
ど
に
つ
い
て
は
・
西
嶋
氏
が
算
出
し
て
甑
犯

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
騰
貴
し
た
価
格
が
石
五
両
と
あ
る
か
ら
、
米
半
石
の

価
格
は
二
・
五
両
程
度
、
他
方
棉
花
の
価
は
、
ま
ず
一
畝
当
り
の
収
穫

を
八
十
斤
と
し
て
、
○
・
四
1
0
・
四
八
両
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
明
ら

か
に
米
作
の
方
が
は
る
か
に
有
利
だ
と
な
ろ
う
。
た
だ
、
一
石
五
両
と

い
う
の
は
暴
騰
価
格
で
あ
っ
て
、
後
二
・
三
両
を
常
と
す
と
あ
る
か
ら

当
石
は
一
～
一
・
五
両
と
な
り
、
ま
た
棉
花
八
十
斤
の
価
格
も
○
・
四

～
O
・
四
八
週
中
暴
落
時
の
価
格
で
あ
っ
て
、
少
く
と
も
一
両
を
下
る

こ
と
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
戸
当
り
早
稲
米

半
石
と
棉
花
収
入
と
ど
ち
ら
が
有
利
か
は
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
た

だ
し
、
地
主
層
が
崇
禎
十
五
年
の
時
点
と
い
う
極
め
て
局
限
的
か
つ
例

外
的
と
も
い
え
る
特
殊
な
状
況
を
こ
と
さ
ら
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
佃
戸
に
対
し
米
作
の
有
利
さ
を
納
得
さ
せ
、
黒
作
か
ら
米
作
へ
の

再
度
の
転
換
を
追
っ
て
い
る
と
い
う
点
は
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
西
嶋
氏
は
、
こ
の
地
帯
に
花
心
と
い
う
言
葉
が
方
言
化
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明
末
清
初
、
長
江
デ
ル
タ
に
お
け
る
棉
作
と
水
利

止。

と
あ
り
、
佃
戸
は
自
分
の
利
益
の
み
を
図
っ
て
木
棉
を
植
え
る
の
を
喜

ん
だ
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
畝
ご
と
の
佃
租
は
七
銭
あ
ま
り
に
し
か
な
ら

ず
、
そ
こ
で
棉
作
を
厳
禁
し
よ
う
と
し
た
が
、
止
め
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
。
そ
う
し
た
佃
戸
の
棉
花
栽
培
の
結
果
、
「
州
志
』
崎
学
校
志
、

学
田
に
、愚

謂
、
当
履
畝
、
準
民
間
田
起
租
。
亦
知
民
間
花
稲
兼
収
。
婁
佃

図
好
匿
、
多
種
木
棉
。
即
有
秋
価
不
愉
一
両
、
所
入
不
足
当
税
糧
。

子
是
、
田
主
約
上
田
七
分
米
、
花
三
之
。
甚
下
亦
納
米
三
分
。
米

科
本
色
、
花
視
歳
収
等
殺
、
則
徴
学
租
有
法
。

と
あ
る
よ
う
に
、
学
田
の
収
租
に
あ
た
っ
て
は
、
民
間
の
収
租
に
準
じ

て
、
綿
花
と
稲
米
と
の
両
者
を
兼
ね
て
収
め
る
こ
と
と
す
る
が
、
婁
(

太
倉
)
の
佃
一
戸
は
好
匿
を
図
り
(
自
分
の
取
り
分
を
多
く
し
よ
う
と
し

て
)
、
多
く
木
棉
を
植
え
て
、
佃
租
に
は
棉
花
を
あ
て
る
。
そ
こ
で
秋

収
時
の
地
主
の
取
り
分
は
畝
ご
と
に
一
両
(
先
掲
史
料
「
秋
糧
」
に
は

七
銭
と
あ
っ
た
)
に
み
た
ず
、
そ
れ
で
は
(
米
を
基
準
と
し
た
場
合
の
)

税
糧
に
も
当
ら
な
い
。
そ
こ
で
地
主
は
、
上
田
で
七
分
を
米
、
三
分
を

棉
花
と
割
合
を
決
め
、
甚
だ
下
回
な
る
も
三
分
の
米
は
確
保
す
る
と
し
、

米
を
佃
租
の
本
色
基
調
に
し
た
い
と
い
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
実
は
次

の
よ
う
な
点
も
考
慮
さ
れ
て
い
た
。
「
州
志
』
玲
風
俗
志
、
物
産
、
附

皐
稲
に
「
州
志
」
の
編
者
張
采
は
、

采
按
、
州
地
高
仰
、
文
不
利
不
修
。
若
寛
得
早
稲
種
。
歳
給
承
佃

人
、
治
岡
身
地
。
萄
畝
穫
半
石
、
己
倍
棉
花
失
。

と
述
べ
、
地
の
高
仰
に
し
て
水
利
修
ら
な
い
と
乙
ろ
に
は
、
日
照
り
に

強
い
皐
稲
種
を
も
と
め
え
た
ら
、
乙
れ
を
承
佃
人
に
給
す
る
が
よ
く
、

そ
れ
が
畝
ご
と
に
半
石
も
収
穫
で
き
れ
ば
、
す
で
に
棉
花
の
収
入
に
倍

す
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
と
こ
ろ
で
、
畝
ご
と
に
早
稲
米
半
石
の
収
穫
は
、

果
し
て
同
面
積
当
り
の
棉
花
収
穫
よ
り
も
有
利
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
乙

れ
の
検
証
を
行
な
っ
て
み
よ
う
。
崇
禎
十
五
年
当
時
の
当
地
方
に
お
け

る
米
価
と
棉
花
価
格
な
ど
に
つ
い
て
は
、
西
嶋
氏
が
算
出
し
て
以
一
包

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
騰
貴
し
た
価
格
が
石
五
両
と
あ
る
か
ら
、
米
半
石
の

価
格
は
二
・
五
両
程
度
、
他
方
棉
花
の
価
は
、
ま
ず
一
畝
当
り
の
収
穫

を
八
十
斤
と
し
て
、

0
・
四

1
0
・
四
八
両
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
明
ら

か
に
米
作
の
万
が
は
る
か
に
有
利
だ
と
な
ろ
う
。
た
だ
、
一
石
五
両
と

い
う
の
は
暴
騰
価
格
で
あ
っ
て
、
後
二
・
三
両
を
常
と
す
と
あ
る
か
ら

半
石
は
一

i
一
・
五
両
と
な
り
、
ま
た
棉
花
八
十
斤
の
価
格
も

0
・
四

l
0
・
四
八
両
は
暴
落
時
の
価
格
で
あ
っ
て
、
少
く
と
も
一
両
を
下
る

こ
と
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
畝
当
り
早
稲
米

半
石
と
棉
花
収
入
と
ど
ち
ら
が
有
利
か
は
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
た

だ
し
、
地
主
層
が
崇
禎
十
五
年
の
時
点
と
い
う
極
め
て
局
限
的
か
つ
例

外
的
と
も
い
え
る
特
殊
な
状
況
を
こ
と
さ
ら
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
佃
一
戸
に
対
し
米
作
の
有
利
さ
を
納
得
さ
せ
、
棉
作
か
ら
米
作
へ
の

再
度
の
転
換
を
追
っ
て
い
る
と
い
う
点
は
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
西
嶋
氏
は
、
乙
の
地
帯
に
花
租
と
い
う
言
葉
が
方
言
化
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す
る
に
至
る
ま
で
、
そ
の
慣
行
が
広
く
行
な
わ
れ
た
こ
と
に
注
目
し
、

こ
の
書
斎
の
存
在
か
ら
、
棉
花
は
現
物
納
と
し
て
佃
戸
か
ら
田
主
に
納

付
さ
れ
そ
こ
に
大
量
に
集
積
さ
れ
て
、
商
品
化
に
と
も
な
う
利
潤
は
、

ま
た
し
て
も
唯
産
者
を
潤
す
こ
と
な
く
、
大
土
地
所
有
者
の
懐
中
に
流

入
し
た
と
翫
）
と
こ
ろ
が
・
本
稿
で
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
地

主
が
佃
戸
に
対
し
て
、
扇
面
か
ら
稲
作
へ
の
再
転
換
を
望
む
場
合
が
、

明
末
の
あ
る
時
期
顕
著
に
み
ら
れ
る
。
な
お
、
も
う
一
点
つ
け
加
え
れ

ば
・
既
掲
史
料
の
な
か
で
『
州
志
』
倦
賦
役
愚
書
糧
の
銭
粛
楽
の
言
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

中
に
、
　
「
佃
人
譲
位
私
話
岡
置
上
、
喜
樹
木
瓜
。
毎
畝
輸
租
七
銭
嶺
得

過
当
。
錐
厳
禁
之
、
不
可
止
。
」
と
あ
り
、
佃
戸
は
木
棉
を
樹
え
た
ば

あ
い
、
毎
畝
の
輸
租
は
七
銭
あ
ま
り
に
し
か
な
ら
ず
有
利
で
あ
り
、
こ

れ
を
厳
禁
す
る
が
止
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
が
、
こ
の
点
か
ら

現
物
納
で
も
、
佃
租
と
し
て
の
棉
花
の
数
量
が
定
額
化
し
て
い
た
こ
と
を

前
提
と
し
て
、
そ
れ
が
棉
花
価
格
の
変
動
に
よ
っ
て
は
る
か
に
安
く
な

る
ば
あ
い
が
生
じ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
上
述
の
銭

粛
楽
は
そ
の
続
き
に
、

　
　
以
学
士
大
夫
及
富
家
、
樽
詰
蔵
。
陳
陳
相
因
、
木
棉
言
為
天
下
饒
。

と
い
い
、
士
大
夫
（
会
話
）
や
富
家
に
は
木
棉
（
棉
花
）
が
多
く
集
積

さ
れ
た
と
い
う
。
ま
た
、
先
掲
『
州
志
」
騰
学
校
志
、
学
田
に
も
翼

佃
図
妊
匿
、
多
種
木
棉
。
即
有
秋
価
不
老
一
両
、
所
入
不
足
当
歳
糧
。
」

と
い
い
、
棉
花
の
佃
作
の
ば
あ
い
、
そ
の
租
価
は
一
両
に
も
み
た
ず
、

税
三
分
に
も
当
ら
な
い
と
い
う
。
こ
う
し
た
ば
あ
い
も
、
棉
花
価
格
の

　
　
明
末
清
初
、
長
江
デ
ル
タ
に
お
け
る
棉
作
と
水
利

下
落
と
米
価
騰
貴
と
を
前
提
的
条
件
と
し
て
考
え
な
い
限
り
説
明
さ
れ

な
い
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
棉
花
価
格
の
下
落
と
そ
れ
に
相
反
す
る
米
価

の
騰
貴
と
は
、
い
か
な
る
事
情
に
よ
る
の
か
は
、
次
節
以
下
で
検
討
す

る
こ
と
と
し
た
い
。
こ
こ
で
は
さ
し
当
り
、
棉
花
価
格
が
下
落
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
地
主
の
取
分
が
減
少
し
、
従
っ
て
、
佃
戸
に
著
作
か
ら
米

作
へ
の
再
転
換
を
望
む
と
い
う
事
情
が
あ
り
、
こ
の
事
情
か
ら
判
断
し

て
、
当
時
の
納
言
形
態
が
、
下
作
の
ば
あ
い
に
は
棉
花
の
現
物
納
が
一

般
的
で
あ
っ
て
、
貨
幣
地
代
の
形
態
で
も
な
け
れ
ば
、
あ
る
い
は
同
じ

現
物
納
で
も
米
穀
の
形
（
つ
ま
り
佃
戸
農
民
は
棉
花
売
却
の
代
金
を
も

っ
て
米
を
購
入
し
て
納
肥
し
た
）
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
は
や
く
波
多
野
善
大
氏
が
西
嶋
氏
の
労
作
に
対

し
て
抱
い
た
懸
飴
）
あ
る
程
度
解
決
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。
従
っ
て
、
西
嶋
氏
が
引
く
、
睡
眠
『
松
江
府
志
椿
巖
三

所
載
の
「
召
文
貞
賞
与
二
輪
論
均
道
書
」
に
、

　
　
其
東
郷
、
…
…
富
有
唐
花
詳
言
租
、
如
十
四
五
保
者
焉
。

と
あ
る
の
は
、
確
か
に
地
域
の
特
殊
事
情
を
示
す
も
の
に
は
違
い
な
い

（
た
だ
し
そ
の
地
域
性
は
、
水
田
稲
作
地
と
し
て
の
条
件
が
す
ぐ
れ
た

西
郷
と
対
比
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
）
が
、
そ
れ
故
に
、
棉

花
を
も
つ
て
の
現
物
納
は
波
多
野
氏
が
理
解
さ
れ
た
よ
う
に
例
外
的
な

形
態
で
あ
っ
た
と
は
断
定
で
き
ぬ
こ
と
と
な
ろ
う
。

　
な
お
、
　
「
以
花
二
代
租
」
と
い
う
記
述
は
必
ず
し
も
諸
書
に
多
く
み

ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
・
こ
れ
も
や
は
り
西
嶋
氏
が
弘
鐸
こ
ろ
の
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す
る
に
至
る
ま
で
、
そ
の
慣
行
が
広
く
行
な
わ
れ
た
乙
と
に
注
目
し
、

乙
の
花
租
の
存
在
か
ら
、
棉
花
は
現
物
納
と
し
て
佃
一
円
か
ら
田
主
に
納

付
さ
れ
そ
こ
に
大
量
に
集
積
さ
れ
て
、
商
品
化
に
と
も
な
う
利
潤
は
、

ま
た
し
て
も
住
産
者
を
潤
す
こ
と
な
く
、
大
土
地
所
有
者
の
懐
中
に
流

へ
日
ν

宝
、

入
し
た
と
す
る
と
と
ろ
カ
本
稿
で
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
地

主
が
佃
一
戸
に
対
し
て
、
棉
作
か
ら
稲
作
へ
の
再
転
換
を
望
む
場
合
が
、

明
末
の
あ
る
時
期
顕
著
に
み
ら
れ
る
。
な
お
、
も
う
一
点
つ
け
加
え
れ

ば
、
既
掲
史
料
の
な
か
で
「
州
志
」
噌
賦
役
志
秋
糧
の
銭
粛
楽
の
言
の

中
に
、
「
佃
人
挟
便
私
而
問
公
上
、
喜
樹
木
棉
。
毎
畝
輸
租
七
銭
扇
得

過
当
。
雄
厳
禁
之
、
不
可
止
。
」
と
あ
り
、
佃
一
円
は
木
棉
を
樹
え
た
ば

あ
い
、
毎
畝
の
輸
租
は
七
銭
あ
ま
り
に
し
か
な
ら
ず
有
利
で
あ
り
、
こ

れ
を
厳
禁
す
る
が
止
め
る
乙
と
は
で
き
な
い
と
い
う
が
、
乙
の
点
か
ら

現
物
納
で
も
、
佃
租
と
し
て
の
棉
花
の
数
量
が
定
額
化
し
て
い
た
こ
と
を

前
提
と
し
て
、
そ
れ
が
棉
花
価
格
の
変
動
に
よ
っ
て
は
る
か
に
安
く
な

る
ば
あ
い
が
生
じ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
上
述
の
銭

粛
楽
は
そ
の
続
き
に
、

以
故
士
大
夫
及
富
家
、
多
蓋
蔵
。
陳
陳
相
図
、
木
棉
遂
為
天
下
焼
。

と
い
い
、
士
大
夫
(
郷
紳
)
や
富
家
に
は
木
棉
(
棉
花
)
が
多
く
集
積

ー

、

巻

さ
れ
た
と
い
う
。
ま
た
、
先
掲
『
州
志
」
四
学
校
志
、
学
回
に
も
「
婁

佃
図
好
匿
、
多
種
木
棉
。
即
有
秋
価
不
愉
一
両
、
所
入
不
足
当
税
糧
。
」

と
い
い
、
棉
花
の
佃
作
の
ば
あ
い
、
そ
の
租
価
は
一
両
に
も
み
た
ず
、

税
糧
分
に
も
当
ら
な
い
と
い
う
。
こ
う
し
た
ば
あ
い
も
、
棉
花
価
格
の

明
末
清
初
、
長
江
デ
ル
タ
に
お
け
る
棉
作
と
水
利

下
落
と
米
価
騰
貴
と
を
前
提
的
条
件
と
し
て
考
え
な
い
限
り
説
明
さ
れ

な
い
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
棉
花
価
格
の
下
落
と
そ
れ
に
相
反
す
る
米
価

の
騰
貴
と
は
、
い
か
な
る
事
情
に
よ
る
の
か
は
、
次
節
以
下
で
検
討
す

る
こ
と
と
し
た
い
。
こ
こ
で
は
さ
し
当
り
、
棉
花
価
格
が
下
落
す
る
乙

と
に
よ
っ
て
地
主
の
取
分
が
減
少
し
、
従
っ
て
、
佃
一
戸
に
棉
作
か
ら
米

作
へ
の
再
転
換
を
望
む
と
い
う
事
情
が
あ
り
、
こ
の
事
情
か
ら
判
断
し

て
、
当
時
の
納
租
形
態
が
、
棉
作
の
ば
あ
い
に
は
棉
花
の
現
物
納
が
一

般
的
で
あ
っ
て
、
貨
幣
地
代
の
形
態
で
も
な
け
れ
ば
、
あ
る
い
は
同
じ

現
物
納
で
も
米
穀
の
形
(
つ
ま
り
佃
一
戸
農
民
は
棉
花
売
却
の
代
金
を
も

っ
て
米
を
購
入
し
て
納
租
し
た
)
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
乙
の
点
、
は
や
く
波
多
野
善
大
氏
が
西
嶋
氏
の
労
作
に
対

ヘ
U
J

し
て
抱
い
た
懸
念
は
、
あ
る
程
度
解
決
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。
従
っ
て
、
西
嶋
氏
が
引
く
、
崇
禎
「
松
江
府
志
」
博
、
田
賦
一
一
一

所
載
の
「
徐
文
貞
公
与
撫
按
論
均
糧
書
」
に
、

其
東
郷
、
:
:
:
間
有
以
花
宣
代
租
、
如
十
四
五
保
者
意
。

と
あ
る
の
は
、
確
か
に
地
域
の
特
殊
事
情
を
示
す
も
の
に
は
違
い
な
い

(
た
だ
し
そ
の
地
域
性
は
、
水
田
稲
作
地
と
し
て
の
条
件
が
す
ぐ
れ
た

西
郷
と
対
比
し
て
い
る
ζ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
)
が
、
そ
れ
故
花
、
棉

花
を
も
っ
て
の
現
物
納
は
波
多
野
氏
が
理
解
さ
れ
た
よ
う
に
例
外
的
な

形
態
で
あ
っ
た
と
は
断
定
で
き
ぬ
こ
と
と
な
ろ
う
。

な
お
、
「
以
花
宣
代
租
」
と
い
う
記
述
は
必
ず
し
も
諸
書
に
多
く
み

〉

l
h
u
)

ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
れ
も
や
は
り
西
嶋
氏

V
Bく
と
乙
ろ
の
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明
末
清
初
、
長
江
デ
ル
タ
に
お
け
る
棉
作
と
水
利

縣
『
嘉
定
県
志
』
騰
物
産
に
、

　
　
今
佃
戸
雑
種
諸
豆
於
棉
花
両
手
食
甚
。
若
棉
花
指
輪
、
猶
得
豆
以

　
　
抵
租
也
。

と
あ
っ
て
、
棉
花
栽
培
が
不
作
の
ば
あ
い
、
豆
が
そ
の
代
替
納
租
物
品

と
な
っ
た
と
あ
り
、
こ
れ
は
ま
た
崇
禎
「
太
倉
出
志
晶
風
俗
志
、
物

産
の
豆
の
項
に
も
、

　
　
豆
有
黄
・
青
・
黒
三
種
。
…
…
州
岡
身
種
豆
、
収
亦
薄
。
惟
東
土

　
　
所
出
、
独
壮
美
、
絶
勝
他
室
。
争
購
作
種
。
今
佃
雑
植
棉
花
両
溝

　
　
勇
。
翼
連
敗
、
得
率
租
。

と
あ
吃
棉
花
耕
作
地
の
両
隊
雪
田
を
植
え
・
「
も
し
綿
敗
れ
ば
・

租
に
抵
て
る
を
得
る
」
と
い
い
、
嘉
定
県
志
と
同
様
な
事
態
を
伝
え
る
。

と
こ
ろ
で
・
一
般
に
豆
の
収
益
は
少
な
か
っ
た
と
野
冊
）
右
の
「
州
志
」

の
一
文
に
も
薄
い
と
い
っ
て
い
る
が
、
太
備
州
の
豆
は
他
に
く
ら
べ
極

め
て
良
質
で
あ
り
、
従
っ
て
購
を
争
っ
て
作
刀
し
た
と
あ
り
、
豆
作
も

副
次
的
な
が
ら
農
家
経
済
に
と
っ
て
は
重
要
な
収
入
源
で
あ
っ
た
こ
と

が
確
認
さ
れ
る
。
な
お
そ
の
ば
あ
い
、
右
文
の
よ
う
に
太
山
地
方
の
豆

が
良
質
で
あ
る
こ
と
を
特
記
す
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
　
「
流
感
」
と
は
、

文
字
通
り
豆
そ
の
も
の
（
棉
花
も
同
様
）
が
佃
租
物
品
と
さ
れ
た
と
一

応
は
考
え
ら
れ
る
。
一
応
は
、
と
し
た
の
は
、
「
購
を
争
っ
て
」
と
あ
る
の

を
、
佃
戸
農
民
が
全
て
の
生
産
物
を
販
売
し
、
そ
の
代
価
を
、
も
し
く

は
代
価
で
購
入
し
た
米
を
も
っ
て
、
佃
租
に
激
て
た
と
い
う
意
で
あ
る

な
ら
ば
、
波
多
野
氏
の
指
摘
の
ご
と
く
に
な
る
可
能
性
が
存
在
す
る
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
点
の
確
認
は
、
先
に
も
ど
っ
て
、
や
は
り
地
主
が
棉
花

栽
培
（
そ
れ
に
と
も
な
う
豆
作
）
よ
り
水
田
稲
作
の
方
を
望
む
と
い
う
事

情
の
理
解
を
必
要
と
す
る
よ
う
で
あ
る
。
次
項
は
こ
の
点
に
焦
点
を
あ

て
る
。

　
①
　
国
作
と
専
制
国
家
権
力

　
ま
ず
、
明
朝
法
則
の
上
で
棉
作
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た
か
を
み
よ

．
つ
。

　
明
代
に
お
け
る
棉
作
の
普
及
に
重
要
な
意
義
を
も
つ
も
の
は
、
太
祖

洪
武
帝
の
栽
培
奨
励
で
あ
る
と
さ
幾
）
太
祖
は
す
で
に
即
位
の
四
年

前
、
乙
巳
（
至
正
二
十
五
年
忌
二
六
五
）
六
月
乙
卯
の
日
に
次
の
よ
う

な
政
令
を
下
し
て
い
た
。
　
『
明
実
録
』
同
年
月
日
の
条
に
は
、

　
　
血
豆
。
凡
農
民
田
急
転
至
十
畝
者
、
栽
桑
麻
木
棉
三
半
畝
。
十
畝

　
　
以
上
者
倍
之
。
其
田
立
者
、
率
以
是
為
差
。
有
司
親
臨
督
勧
惰
、

　
　
不
如
令
者
有
罰
。
下
種
桑
、
使
出
絹
一
疋
。
不
動
麻
白
木
棉
、
使

　
　
出
麻
布
綿
布
各
一
疋
。

と
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
太
祖
は
、
は
や
く
か
ら
木
棉
栽
培
に
関
心
を
示

し
、
そ
の
奨
励
を
意
図
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
令
は
、
西

嶋
氏
に
よ
れ
ば
、
そ
の
対
象
範
囲
は
、
当
時
の
朱
元
畜
の
勢
力
範
囲
た

る
応
天
府
を
中
心
と
し
て
東
は
占
卜
に
い
た
り
、
西
は
江
西
の
南
昌
、

北
は
鳳
陽
府
に
い
た
る
も
の
で
あ
り
、
ゆ
え
に
、
こ
の
令
は
中
国
全
土

に
対
し
て
下
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、

（
県
官
の
）
監
督
と
（
非
栽
培
者
の
）
罰
則
と
を
と
も
な
っ
た
強
制
的
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明
末
清
初
、
長
江
デ
ル
タ
に
お
け
る
棉
作
と
水
利

轍
「
嘉
定
県
志
』
略
物
産
に
、

今
佃
一
戸
雑
種
諸
豆
於
棉
花
両
溝
之
芳
。
若
棉
花
或
敗
、
猶
得
豆
以

抵
租
也
。

と
あ
っ
て
、
棉
花
栽
培
が
不
作
の
ば
あ
い
、
豆
が
そ
の
代
替
納
租
物
品

と
な
っ
た
と
あ
り
、
乙
れ
は
ま
た
、
崇
禎
「
太
倉
州
志
」
玲
風
俗
志
、
物

産
の
豆
の
項
に
も
、

豆
有
黄
・
青
・
黒
三
種
。
:
:
:
州
岡
身
種
豆
、
収
亦
薄
。
惟
東
土

所
出
、
独
壮
美
、
絶
勝
他
邑
。
争
購
作
種
。
今
佃
雑
植
棉
花
両
溝

芳
。
糞
綿
敗
、
得
抵
租
o

a--hE) 

と
あ
り
、
棉
花
耕
作
地
の
両
溝
芳
に
豆
を
植
え
、
「
も
し
綿
敗
れ
ば
、

租
に
抵
て
る
を
得
る
」
と
い
い
、
嘉
定
県
志
と
同
様
な
事
態
を
伝
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
一
般
に
豆
の
収
益
は
少
な
か
っ
た
と
ふ
出
v

右
の
「
州
志
』

の
一
文
に
も
薄
い
と
い
っ
て
い
る
が
、
太
倉
州
の
豆
は
他
に
く
ら
べ
極

め
て
良
質
で
あ
り
、
従
っ
て
購
を
争
っ
て
作
種
し
た
と
あ
り
、
豆
作
も

副
次
的
な
が
ら
農
家
経
済
に
と
っ
て
は
重
要
な
収
入
源
で
あ
っ
た
こ
と

が
確
認
さ
れ
る
。
な
お
そ
の
ば
あ
い
、
右
文
の
よ
う
に
太
倉
地
方
の
豆

が
良
質
で
あ
る
こ
と
を
特
記
す
る
乙
と
か
ら
考
え
て
、
「
抵
租
」
と
は
、

文
字
通
り
豆
そ
の
も
の
(
棉
花
も
同
様
)
が
佃
租
物
品
と
さ
れ
た
と
一

応
は
考
え
ら
れ
る
二
応
は
、
と
し
た
の
は
、
「
購
を
争
っ
て
」
と
あ
る
の

を
、
佃
一
戸
農
民
が
全
て
の
生
産
物
を
販
売
し
、
そ
の
代
価
を
、
も
し
く

は
代
価
で
購
入
し
た
米
を
も
っ
て
、
佃
租
に
抵
て
た
と
い
う
意
で
あ
る

な
ら
ば
、
波
多
野
氏
の
指
摘
の
と
と
く
に
な
る
可
能
性
が
存
在
す
る
か

ら
で
あ
る
。
乙
の
点
の
確
認
は
、
先
に
も
ど
っ
て
、
や
は
り
地
主
が
棉
花

栽
培
(
そ
れ
に
と
も
な
う
豆
作
)
よ
り
水
田
稲
作
の
方
を
望
む
と
い
う
事

情
の
理
解
を
必
要
と
す
る
よ
う
で
あ
る
。
次
項
は
こ
の
点
に
焦
点
を
あ

て
る
。ω

棉
作
と
専
制
国
家
権
力

ま
ず
、
明
朝
法
則
の
上
で
棉
作
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た
か
を
み
よ

P

円
ノ
。

明
代
に
お
け
る
棉
作
の
普
及
に
重
要
な
意
義
を
も
つ
も
の
は
、
太
祖

「

E
J

洪
武
帝
の
栽
培
奨
励
で
あ
る
と
さ
れ
る
a

太
祖
は
す
で
に
即
位
の
四
年

前
、
乙
巴
(
至
正
二
十
五
年
一
三
六
五
)
六
月
乙
卯
の
日
に
次
の
よ
う

な
政
令
を
下
し
て
い
た
。
「
明
実
録
』
同
年
月
日
の
条
に
は
、

下
令
。
凡
農
民
田
五
畝
至
十
畝
者
、
栽
桑
麻
木
棉
各
半
畝
。
十
畝

以
上
者
倍
之
。
其
田
多
者
、
率
以
是
為
差
。
有
司
親
臨
督
勧
情
、

不
如
令
者
有
罰
。
不
種
桑
、
使
出
絹
一
疋
。
不
種
麻
及
木
棉
、
使

出
麻
布
綿
布
各
一
疋
。

と
あ
り
、
乙
れ
に
よ
り
太
祖
は
、
は
や
く
か
ら
木
棉
栽
培
に
関
心
を
示

し
、
そ
の
奨
励
を
意
図
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
乙
の
令
は
、
西

嶋
氏
に
よ
れ
ば
、
そ
の
対
象
範
囲
は
、
当
時
の
朱
元
嘩
の
勢
力
範
囲
た

る
応
天
府
を
中
心
と
し
て
東
は
江
陰
に
い
た
り
、
西
は
江
西
の
南
昌
、

北
は
鳳
陽
府
に
い
た
る
も
の
で
あ
り
、
ゆ
え
に
、
こ
の
令
は
中
国
全
土

に
対
し
て
下
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、

(
県
官
の
)
監
督
と
(
非
栽
培
者
の
)
罰
則
と
を
と
も
な
っ
た
強
制
的

- 82 -



意
味
が
ふ
く
ま
れ
て
い
た
こ
と
で
、
そ
の
効
果
も
単
な
る
奨
励
よ
り
は

著
し
か
っ
た
と
い
う
。
な
お
、
鶴
見
尚
弘
氏
に
よ
れ
ば
、
　
「
こ
の
こ
と

は
、
国
家
が
自
給
自
足
的
な
自
作
農
の
育
成
を
意
図
し
て
い
た
こ
と
を

示
す
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
お
よ
そ
農
民
経
営
を
農
業
と
家
内
工
業

と
の
結
合
と
し
て
国
家
が
把
握
し
、
農
業
生
産
物
と
同
時
に
、
生
糸
・

絹
・
布
な
ど
の
家
内
工
業
生
産
物
を
も
収
奪
の
対
象
と
し
て
い
た
こ
と

を
示
す
も
の
で
み
聾
と
い
う
・
た
だ
し
・
ξ
で
は
・
ま
ず
栽
桑
が

第
一
で
あ
り
、
そ
の
他
、
麻
な
い
し
木
上
の
栽
培
が
意
図
さ
れ
た
の
で

あ
り
、
し
か
も
後
二
者
に
つ
い
て
は
選
択
的
で
あ
る
。
し
か
し
い
ず
れ

に
し
て
も
、
右
の
政
令
は
、
太
祖
が
自
給
自
足
的
な
自
作
農
の
育
成
を

め
ざ
し
た
政
策
の
一
環
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

　
さ
て
、
つ
ぎ
に
『
明
実
録
」
洪
武
元
年
越
四
月
辛
三
朔
の
条
に
、

　
　
中
書
省
奏
。
桑
麻
科
徴
之
額
、
麻
拙
攻
八
両
、
木
曾
畝
四
両
。
栽

　
　
桑
者
以
四
年
育
成
、
乃
徴
其
丈
。
従
価
。

と
あ
っ
て
、
洪
武
帝
即
位
の
元
年
（
＝
二
六
八
）
に
、
木
棉
は
中
国
史

上
は
じ
め
て
賦
税
と
し
て
取
扱
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

そ
の
後
の
展
開
に
つ
い
て
は
西
嶋
氏
の
砿
簿
ほ
ぼ
言
い
尽
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
法
制
の
上
で
は
、
木
々
に
関
す
る

税
の
徴
収
地
を
綿
花
地
と
称
し
、
ま
た
綿
花
地
の
地
畝
の
大
小
に
よ
り

本
色
と
し
て
徴
収
さ
れ
た
棉
花
を
地
畝
綿
花
絨
と
称
し
た
と
い
う
。
と

こ
ろ
で
、
右
の
洪
武
元
年
の
税
額
は
、
木
棉
に
つ
い
て
い
え
ば
、
畝
ご

と
に
四
両
で
あ
り
、
こ
の
四
両
と
い
う
数
字
は
西
嶋
氏
の
試
算
に
よ
れ

　
　
明
末
清
初
、
長
江
デ
ル
タ
に
お
け
る
棉
作
と
水
利

ば
、
一
斤
十
六
両
、
畝
当
り
八
十
斤
の
収
穫
と
し
て
、
実
に
収
穫
量
の

百
八
分
の
一
睡
に
当
り
、
罪
作
地
に
対
す
る
課
徴
率
は
き
わ
め
て
低
率

で
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
で
西
嶋
氏
は
、
右
も
ま
た
栽
培
奨
励
策

の
一
環
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
奨
励
策
は
、

洪
武
年
間
を
通
じ
て
み
ら
れ
た
。
そ
の
中
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
　
『
皇

明
制
書
」
蜷
所
載
の
洪
武
三
＋
牽
に
刊
行
さ
れ
た
「
教
霧
文
」
四

十
一
条
の
う
ち
の
第
二
十
九
条
に
、
木
棉
栽
培
の
奨
励
監
視
が
里
長
や

里
老
人
の
手
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
明
朝
専
制
国

家
の
農
村
支
配
の
根
幹
た
る
里
甲
組
織
そ
の
も
の
が
、
あ
る
い
は
罰
則

規
定
の
運
用
ま
で
ま
か
さ
れ
、
木
暗
な
ど
の
栽
培
の
奨
励
機
関
と
も
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
明
初
の
棉
花
地
の
税
額
は
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
変
化
し
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8
3

た
の
で
あ
ろ
う
か
、
ま
た
棉
花
を
本
色
と
す
る
土
地
に
は
地
目
の
上
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

ま
た
そ
の
土
地
の
原
額
面
積
の
上
で
何
ら
か
の
変
化
が
起
き
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
西
嶋
氏
の
研
究
は
必
ず
し
も
明

確
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
氏
に
あ
っ
て
は
宣
徳
八
年
の
、
，
周
年
の
加

之
折
徴
例
に
始
ま
る
折
徴
の
開
始
を
重
視
し
、
本
色
に
お
い
て
棉
花
地

で
あ
る
も
の
と
い
う
よ
り
、
折
徴
折
色
に
お
い
て
事
実
上
棉
花
地
に
な

っ
て
い
る
も
の
を
よ
り
考
慮
し
て
転
署
こ
の
点
は
西
嶋
氏
が
引
く
よ

う
に
、
松
江
府
の
ば
あ
い
、
折
徴
が
始
ま
っ
て
棉
作
、
棉
工
業
が
盛
ん

に
な
っ
た
と
指
摘
す
る
史
料
の
あ
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
妥
当
な
理
解

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
宣
徳
八
年
以
後
、
棉
布
は

意
味
が
ふ
く
ま
れ
て
い
た
こ
と
で
、
そ
の
効
果
も
単
な
る
奨
励
よ
り
は

著
し
か
っ
た
と
い
う
。
な
お
、
鶴
見
尚
弘
氏
に
よ
れ
ば
、
「
こ
の
こ
と

は
、
国
家
が
自
給
自
足
的
な
自
作
農
の
育
成
を
意
図
し
て
い
た
こ
と
を

示
す
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
お
よ
そ
農
民
経
営
を
農
業
と
家
内
工
業

と
の
結
合
と
し
て
国
家
が
把
握
し
、
農
業
生
産
物
と
同
時
に
、
生
糸
・

絹
・
布
な
ど
の
家
内
工
業
生
産
物
を
も
収
奪
の
対
象
と
し
て
い
た
こ
と

を
示
す
も
の
で
な
せ
」
と
い
う
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
、
ま
ず
栽
桑
が

第
一
で
あ
り
、
そ
の
他
、
麻
な
い
し
木
棉
の
栽
培
が
意
図
さ
れ
た
の
で

あ
り
、
し
か
も
後
二
者
に
つ
い
て
は
選
択
的
で
あ
る
。
し
か
し
い
す
れ

に
し
て
も
、
右
の
政
令
は
、
太
祖
が
自
給
自
足
的
な
自
作
農
の
育
成
を

め
ざ
し
た
政
策
の
一
環
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

き
て
、
つ
ぎ
に
「
明
実
録
』
洪
武
元
年
夏
四
月
辛
丑
朔
の
条
民
、

中
書
省
奏
。
桑
麻
科
徴
之
額
、
麻
畝
科
八
両
、
木
棉
畝
四
両
。
栽

桑
者
以
四
年
育
成
、
乃
徴
其
租
。
従
之
。

と
あ
っ
て
、
洪
武
帝
即
位
の
元
年
(
一
三
六
八
)
に
、
木
棉
は
中
国
史

上
は
じ
め
て
賦
税
と
し
て
取
扱
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

「

司

i
J

そ
の
後
の
展
開
に
つ
い
て
は
西
嶋
氏
の
抗
究
に
ほ
ぼ
言
い
尽
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
法
制
の
上
で
は
、
木
棉
に
関
す
る

税
の
徴
収
地
を
綿
花
地
と
称
し
、
ま
た
綿
花
地
の
地
畝
の
大
小
に
よ
り

本
色
と
し
て
徴
収
さ
れ
た
棉
花
を
地
畝
綿
花
織
と
称
し
た
と
い
う
。
と

こ
ろ
で
、
右
の
洪
武
元
年
の
税
額
は
、
木
棉
に
つ
い
て
い
え
ば
、
畝
ご

と
に
四
両
で
あ
り
、
こ
の
四
両
と
い
う
数
字
は
西
嶋
氏
の
試
算
に
よ
れ

明
末
清
初
、
長
江
デ
ル
タ
に
お
け
る
棉
作
と
水
利

ば
、
一
斤
十
六
両
、
畝
当
り
八
十
斤
の
収
穫
と
し
て
、
実
に
収
穫
量
の

百
八
分
の
一
弱
に
当
り
、
棉
作
地
に
対
す
る
課
徴
率
は
き
わ
め
て
低
率

で
あ
っ
た
乙
と
に
な
り
、
そ
れ
で
西
嶋
氏
は
、
右
も
ま
た
栽
培
奨
励
策

の
一
環
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
奨
励
策
は
、

洪
武
年
閣
を
通
じ
て
み
ら
れ
た
。
そ
の
中
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
「
皇

明
制
書
』
域
所
載
の
洪
武
三
十
一
年
に
刊
行
さ
れ
た
「
教
民
梼
文
」
四

十
一
条
の
う
ち
の
第
二
十
九
条
に
、
木
棉
栽
培
の
奨
励
監
視
が
里
長
や

里
老
人
の
手
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
明
朝
専
制
国

家
の
農
村
支
配
の
根
幹
た
る
里
甲
組
織
そ
の
も
の
が
、
あ
る
い
は
罰
則

規
定
の
運
用
ま
で
ま
か
さ
れ
、
木
棉
な
ど
の
栽
培
の
奨
励
機
関
と
も
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
明
初
の
棉
花
地
の
税
額
は
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
変
化
し
一内

毛
U

た
の
で
あ
ろ
う
か
、
ま
た
棉
花
を
本
色
と
す
る
土
地
に
は
地
目
の
上
で
、
ぺ

ま
た
そ
の
土
地
の
原
額
面
積
の
上
で
何
ら
か
の
変
化
が
起
き
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
西
嶋
氏
の
研
究
は
必
ず
し
も
明

確
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
氏
に
あ
っ
て
は
宣
徳
八
年
の
、
周
悦
の
加

耗
折
徴
例
に
始
ま
る
折
徴
の
開
始
を
重
視
し
、
本
色
に
お
い
て
棉
花
地

で
あ
る
も
の
と
い
う
よ
り
、
折
徴
折
色
に
お
い
て
事
実
上
棉
花
地
に
な

ー
(
B
U

っ
て
い
る
も
の
を
よ
り
考
慮
し
て
も
る
こ
の
点
は
西
嶋
氏
が
引
く
よ

う
に
、
松
江
府
の
ば
あ
い
、
折
徴
が
始
ま
っ
て
棉
作
、
棉
工
業
が
盛
ん

に
な
っ
た
と
指
摘
す
る
史
料
の
あ
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
妥
当
な
理
解

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
宣
徳
八
年
以
後
、
棉
布
は



　
　
明
末
清
初
、
長
江
デ
ル
タ
に
お
け
る
棉
作
と
水
利

松
江
府
一
帯
の
国
家
徴
収
物
品
の
大
宗
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
事
布
は

再
び
豊
田
さ
れ
、
銀
納
化
さ
れ
た
部
分
が
次
第
に
増
す
。
そ
の
ば
あ
い

布
解
（
解
戸
）
な
る
役
に
当
っ
た
も
の
が
、
官
か
ら
銀
を
支
給
さ
れ
て

前
緒
を
購
買
し
・
そ
れ
を
北
京
へ
解
撫
す
る
こ
と
と
さ
直
願
か
か
る

明
認
の
布
解
の
あ
り
方
か
ら
、
本
色
に
せ
よ
、
折
徴
に
せ
よ
、
松
江
府

の
棉
布
棉
花
生
産
は
、
た
ん
に
現
物
形
態
に
よ
る
輸
租
手
段
と
し
て
腸

躇
す
る
の
み
で
は
な
く
て
、
つ
い
に
完
全
な
る
商
品
生
産
と
し
て
の
性

格
を
獲
得
す
る
に
い
た
っ
た
こ
と
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
払
禦
と
西

嶋
氏
は
い
う
。

　
と
こ
ろ
が
こ
こ
に
、
当
地
方
、
こ
れ
は
松
江
府
に
限
ら
ず
、
南
直
隷

の
蘇
州
・
常
州
両
府
、
漸
江
の
嘉
言
・
湖
州
両
府
に
し
て
も
盛
り
で
あ

る
が
、
い
わ
ゆ
る
白
腹
（
言
言
）
と
い
う
徴
収
物
品
が
あ
り
、
こ
れ
は

明
代
一
代
現
物
納
で
あ
っ
た
ら
紛
）
ま
ず
こ
の
揚
納
と
い
島
…
を

確
認
し
よ
乞
轡
松
江
興
言
』
墜
、
田
賦
三
「
需
品
老
公
応
蟹

議
」
に
は
、

　
’
所
謂
花
畑
者
、
不
免
坐
待
天
時
。
若
風
雨
威
若
、
則
其
思
議
数
倍

　
　
干
苗
。
即
以
其
所
倍
、
買
米
辮
糧
、
写
譜
余
力
。

と
あ
り
、
天
災
が
な
い
か
ぎ
り
魚
倉
栽
培
の
収
益
は
稲
よ
り
も
勝
り
、

そ
の
収
益
を
も
っ
て
米
を
買
い
田
賦
を
支
払
っ
て
も
な
お
余
剰
が
あ
っ

た
と
い
乞
慧
の
た
め
に
米
を
買
っ
て
い
る
の
臥
襲
・
さ
て
・
例

の
響
太
倉
州
志
』
に
は
、
先
掲
の
こ
を
「
凡
例
」
に
、

　
　
承
佃
人
偏
種
棉
花
。
庫
米
価
騰
貴
、
田
主
悔
悟
佃
早
稲
。

と
あ
っ
て
、
米
価
が
騰
貴
し
た
か
ら
、
田
主
は
痴
人
に
種
稲
を
強
要
す

る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
い
、
ま
た
、
同
「
州
志
」
階
＋
、
芸
文
志
、
文

徴
、
王
在
晋
「
水
利
説
」
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ゐ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヵ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
遽
年
郊
原
四
望
、
立
地
僧
棉
。
種
馬
久
則
山
谷
蜴
、
而
膜
田
化
為

　
　
へ
　
　
た

　
　
集
客
。
古
来
則
壌
成
賦
、
重
土
之
毛
、
原
国
命
穀
。
命
数
万
本
色

　
　
魔
王
、
細
々
措
辮
。
水
利
通
而
歳
時
稔
、
或
深
意
漕
圧
痕
。
一
逢

　
　
水
旱
轟
瞑
、
尽
通
電
於
正
親
。
償
鄭
封
遇
耀
、
束
手
無
策
。
不
取

　
　
足
於
都
、
而
欲
遠
販
婦
江
湖
。
此
万
分
無
卿
之
計
、
立
発
一
方
之

　
　
民
命
者
也
。

と
あ
久
棉
作
の
普
及
の
結
果
二
つ
に
は
地
味
を
裂
鐸
と
も
あ

る
が
、
他
の
重
要
な
一
面
と
し
て
、
米
穀
に
よ
る
本
色
漕
糧
の
滞
納
が

も
と
も
と
不
足
す
る
と
こ
ろ
へ
、
さ
ら
に
棉
作
に
よ
っ
て
悪
い
状
態
と

な
り
、
山
颪
の
格
納
の
た
め
に
は
、
他
か
ら
転
読
を
必
要
と
し
た
と
い

う
の
で
あ
る
。
な
お
、
そ
の
羅
米
も
、
鄭
郡
の
売
り
階
し
み
が
あ
り
、

そ
こ
か
ら
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
遠
く
江
西
や
湖
広
の

米
の
駆
襲
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
乞
右
の
記
述
か
ら

も
、
漕
糧
が
現
物
納
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
認
さ
れ
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
他
府
県
・
他
省
か
ら
の
米
の
購
入
に
あ
た
っ
て
は
、
米

商
人
な
ど
の
活
動
が
想
定
さ
れ
る
が
・
　
『
州
志
」
倦
賦
役
志
・
秋
糧
附

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

の
「
粛
評
論
旗
雲
」
は
先
斗
部
に
続
い
て
、

　
　
木
棉
遂
為
天
下
饒
。
方
盛
時
、
不
暇
慮
困
阪
。
富
商
雪
質
、
挾
重

　
　
黄
、
転
輸
相
腐
。
升
斗
之
需
、
仰
給
市
塵
。
勿
為
怪
、
故
人
飽
於
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明
末
清
初
、
長
江
デ
ル
タ
に
お
け
る
棉
作
と
水
利

松
江
府
一
帯
の
国
家
徴
収
物
品
の
大
宗
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
棉
布
は

再
び
折
色
さ
れ
、
銀
納
化
さ
れ
た
部
分
が
次
第
に
増
す
。
そ
の
ば
あ
い

布
解
(
解
戸
)
な
る
役
に
当
っ
た
も
の
が
、
官
か
ら
銀
を
妓
ゆ
相
さ
れ
て

棉
布
を
購
買
し
、
そ
れ
を
北
京
へ
解
送
す
る
こ
と
と
さ
れ
旭
h

か
か
る

明
末
の
布
解
の
あ
り
方
.
か
ら
、
本
色
に
せ
よ
、
折
徴
に
せ
よ
、
松
江
府

の
棉
布
棉
花
生
産
は
、
た
ん
に
現
物
形
態
に
よ
る
輸
租
手
段
と
し
て
関

略
す
る
の
み
で
は
な
く
て
、
つ
い
に
完
全
な
る
商
品
生
産
と
し
て
の
性

(
却
)

格
を
獲
得
す
る
に
い
た
っ
た
こ
と
を
み
て

ιる
こ
と
が
で
き

嶋
氏
は
い
う
。

と
こ
ろ
が
こ
こ
に
、
当
地
方
、
こ
れ
は
松
江
府
に
限
ら
ず
、
南
直
隷

の
蘇
州
・
常
州
両
府
、
断
江
の
嘉
興
・
湖
州
両
府
に
し
て
も
然
り
で
あ

る
が
、
い
わ
ゆ
る
白
糧
(
漕
糧
)
と
い
う
徴
収
物
品
が
あ
り
、
こ
れ
は

明
代
一
代
現
物
納
で
あ
っ
た
ら
い
守
ま
ず
こ
の
現
物
納
と
い
う
点
を

確
認
し
よ
う
。
繰
「
松
江
府
志
』
吟
一
、
田
賦
一
一
一
「
郡
丞
孫
公
応
幌
賦

議
」
に
は
、

所
謂
花
章
者
、
不
免
坐
待
天
時
。
若
風
雨
戚
若
、
則
其
収
且
数
倍

子
苗
。
即
以
其
所
倍
、
買
米
地
所
糧
、
尚
有
余
力
。

と
あ
り
、
天
災
が
な
い
か
ぎ
り
花
宣
栽
培
の
収
益
は
稲
よ
り
も
勝
り
、

そ
の
収
益
を
も
っ
て
米
を
買
い
田
賦
を
支
払
っ
て
も
な
お
余
剰
が
あ
っ

ー

ー

へ

辺

)

た
と
い
う
。
緋
糧
の
た
め
に
米
を
買
っ
て
し
る
の
で
あ
る
。
き
て
、
例

崇
の
禎
「
太
倉
州
志
』
に
は
、
先
掲
の
と
と
く
「
凡
例
」
に
、

承
佃
人
偏
種
棉
花
。
庫
米
価
騰
貴
、
問
主
強
責
佃
種
稲
。

と
あ
っ
て
、
米
価
が
騰
貴
し
た
か
ら
、
国
主
は
佃
人
民
種
稲
を
強
要
す

る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
い
、
ま
た
、
同
「
州
志
」
時
十
、
芸
文
志
、
文

徴
、
王
在
晋
「
水
利
説
」
に
は
、

遁
年
郊
原
四
望
、
遍
地
借
棉
。
種
棉
久
則
土
膏
喝
、
而
映
固
化
為

膚
壌
。
古
来
則
壌
成
賦
、
婁
土
之
毛
、
原
不
宣
穀
。
十
数
万
本
色

漕
糧
、
従
何
措
排
。
水
利
通
而
歳
時
稔
、
或
可
給
漕
之
半
。
一
逢

水
皐
轟
旗
、
尽
仰
籍
於
転
緯
。
憶
鄭
封
遇
纏
、
束
手
無
笑
。
不
取

足
於
都
、
而
欲
遠
販
於
江
湖
。
此
万
分
無
柳
之
計
、
立
舞
一
方
之

民
命
者
也
。

(
お
)

と
あ
り
、
棉
作
の
普
及
の
結
果
、
一
つ
に
は
地
味
を
奪
つ
だ
と
と
も

る
が
、
他
の
重
要
な
一
面
と
し
て
、
米
穀
に
よ
る
本
色
漕
糧
の
弁
納
が

も
と
も
と
不
足
す
る
と
乙
ろ
へ
、
さ
ら
に
棉
作
に
よ
っ
て
悪
い
状
態
と

な
り
、
漕
糧
の
弁
納
の
た
め
に
は
、
他
か
ら
転
纏
を
必
要
と
し
た
と
い

う
の
で
あ
る
。
な
お
、
そ
の
纏
米
も
、
都
郡
の
売
り
惜
し
み
が
あ
り
、

そ
こ
か
ら
手
に
入
れ
る
乙
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
遠
く
江
西
や
湖
広
の

米
の
除
剤

F
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
右
の
記
述
か
ら

も
、
漕
糧
が
現
物
納
で
あ
っ
た
と
と
は
確
認
さ
れ
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
他
府
県
・
他
省
か
ら
の
米
の
購
入
に
あ
た
っ
て
は
、
米

商
人
な
ど
の
活
動
が
想
定
さ
れ
る
が
、
「
州
志
」
峰
賦
役
志
、
秋
糧
附

の
「
粛
楽
論
漕
糧
」
は
先
掲
部
に
続
い
て
、

木
棉
遂
為
天
下
焼
。
万
盛
時
、
不
暇
慮
困
随
。
富
商
大
賢
、
挟
重

賞
、
転
輸
相
属
。
升
斗
之
需
、
仰
給
市
星
。
勿
為
怪
、
故
人
飽
於
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（
常
）
（
鎮
）

　
　
花
落
餓
於
粟
　
。
比
十
三
年
、
嘗
・
填
両
軍
旱
、
米
価
石
三
両
。

　
　
州
中
木
棉
至
尊
。
櫛
比
叢
生
、
望
之
如
奈
然
。
方
是
時
、
民
毒
煙

　
　
甚
、
則
何
也
。
内
唐
花
不
能
出
、
外
之
粟
不
能
入
。
各
県
属
禁
、

　
　
地
棍
乗
機
蜂
起
、
金
銭
半
委
泥
沙
　
。

と
述
べ
、
太
倉
地
方
に
お
い
て
は
、
木
棉
を
売
っ
て
米
穀
を
買
入
れ
る

こ
と
は
常
態
と
な
り
、
ほ
ん
の
僅
か
な
米
穀
の
需
要
も
、
他
か
ら
来
た

富
商
大
賞
の
市
塵
に
仰
給
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
当
地
で
は
棉
花
は

過
剰
気
味
で
、
米
は
不
足
し
て
い
る
。
さ
き
に
崇
禎
十
三
年
、
．
隣
郡
の

常
州
・
鎮
江
両
国
は
ひ
で
り
の
た
め
米
価
は
石
三
両
に
も
な
っ
た
。
と

こ
ろ
が
、
州
で
は
木
棉
が
迎
撃
の
豊
作
で
、
価
格
が
下
っ
た
。
そ
こ
で

棉
と
外
の
米
と
の
取
引
の
バ
ラ
ン
ス
は
崩
れ
、
民
は
漕
運
を
手
に
入
れ

る
の
に
苦
し
ん
だ
・
各
県
は
厳
し
く
禁
令
し
た
が
・
．
一
重
桝
機
に
乗
じ

て
蜂
起
し
、
金
を
泥
中
に
投
ず
る
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
。
な
お
、
「
地

尊
神
馨
起
」
に
つ
い
て
は
『
州
蔭
欝
尊
志
、
流
習
に
、

　
　
州
為
小
戸
害
者
、
旧
時
棍
徒
。
赤
手
私
立
牙
店
、
日
行
覇
。
貧
民

　
　
持
物
入
落
、
餅
花
布
米
麦
之
類
、
不
許
自
交
易
、
男
主
価
値
、
蝉

　
　
口
早
索
、
日
用
銭
。

と
あ
る
よ
う
に
、
素
手
に
も
か
か
わ
ら
ず
勝
手
に
鮮
血
の
店
を
立
て
、

貧
民
が
物
品
を
も
っ
て
取
引
き
に
ヌ
る
と
、
綿
花
・
綿
布
・
米
麦
の
よ

う
な
類
に
つ
い
て
は
、
そ
の
自
由
な
取
引
き
を
許
さ
ず
、
取
引
価
格
を

定
め
た
り
、
ま
た
勒
索
を
行
な
っ
た
り
し
て
生
産
者
か
ら
金
品
を
せ
び

っ
て
い
る
と
い
う
。
先
の
「
聖
楽
論
漕
糧
」
に
言
う
と
こ
ろ
は
、
結
局
、

　
　
明
末
清
初
、
長
江
デ
ル
タ
に
お
け
る
棉
作
と
水
利

米
価
騰
貴
と
棉
花
価
格
の
下
落
に
乗
じ
て
、
地
棍
、
棍
徒
が
さ
ら
に
棉

作
業
者
か
ら
、
買
い
た
た
き
、
あ
る
い
は
勒
索
の
要
求
な
ど
に
よ
っ
て
、

金
銭
を
ま
き
あ
げ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
州
県
の
行

政
担
当
者
は
、
右
の
ご
と
き
市
場
関
係
に
ど
の
よ
う
に
対
応
し
、
規
制

を
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
「
三
楽
論
漕
糧
」
の
上
掲
部
の
続
文
に

は
、　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
張
淳
）
（
張
采
）

　
　
会
郷
約
日
、
紳
衿
集
諸
父
老
以
憾
言
、
天
則
受
先
両
先
生
予
言
於

　
　
衆
。
請
凌
道
台
南
下
多
、
禁
母
四
馬
。
密
選
挙
者
、
漕
得
済
。
其

　
　
明
年
旱
、
赤
土
如
焚
、
災
与
他
邑
等
。
然
而
州
困
甚
。
大
室
持
金

　
　
銭
迫
撃
。
何
適
中
下
之
下
、
黒
田
産
如
露
芽
、
薙
去
為
快
。
非
聖

　
　
降
等
折
遊
撃
、
申
事
岡
田
仮
済
。

と
あ
り
、
要
は
、
遇
羅
す
な
わ
ち
米
の
売
り
惜
し
み
を
法
で
禁
止
す
る

こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
際
注
目
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
遇
羅
の
禁
令
の
施

行
が
、
郷
約
の
機
会
に
復
社
の
盟
主
た
る
張
淳
・
張
采
以
下
の
懸
垂
父

老
と
も
ど
も
提
唱
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
な
お
、
右
引
用
の
末
尾
に
、
朝
廷
に
対
し
漕
糧
の
減
免
を
願

う
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
当
時
は
、
　
「
明
末
無
煙
の
徴
」
と
い
わ
れ

る
春
鳥
・
革
綴
・
勒
餉
等
の
加
派
が
正
糧
に
何
割
増
し
か
、
或
は
数
倍

す
る
と
も
い
わ
れ
、
一
般
的
に
極
め
て
重
税
の
時
期
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
加
派
は
、
上
掲
文
の
や
や
後
で
、

　
　
方
今
近
塞
多
事
、
遼
練
有
加
。
往
年
加
薄
墨
　
。
因
遼
餉
而
有
極

　
　
米
　
。
比
年
又
加
算
餉
、
則
練
糧
亦
復
加
帯
。
始
八
升
、
継
四
升
。
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(
常
)
(
鎮
)

花
而
餓
於
粟
失
。
比
十
三
年
、
嘗
・
填
両
郡
阜
、
米
価
石
三
両
。

州
中
木
棉
倍
収
。
櫛
比
叢
生
、
望
之
如
奈
然
。
方
是
時
、
民
苦
漕

甚
、
則
何
也
。
内
之
花
不
能
出
、
外
之
粟
不
能
入
。
各
県
属
禁
、

地
視
乗
機
蜂
起
、
金
銭
半
委
泥
沙
実
。

と
述
べ
、
太
倉
地
方
に
お
い
て
は
、
木
棉
を
売
っ
て
米
穀
を
買
入
れ
る

こ
と
は
常
態
と
な
り
、
ほ
ん
の
僅
か
な
米
穀
の
需
要
も
、
他
か
ら
来
た

富
商
大
買
の
市
塵
に
仰
給
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
当
地
で
は
棉
花
は

過
剰
気
味
で
、
米
は
不
足
し
て
い
る
。
さ
き
に
崇
禎
十
三
年
、
隣
郡
の

常
州
・
鎮
江
両
府
は
ひ
で
り
の
た
め
米
価
は
石
三
両
に
も
な
っ
た
。
と

こ
ろ
が
、
州
で
は
木
棉
が
倍
収
の
豊
作
で
、
価
格
が
下
っ
た
。
そ
乙
で

棉
と
外
の
米
と
の
取
引
の
バ
ラ
ン
ス
は
崩
れ
、
民
は
漕
米
を
手
に
入
れ

コ
コ
ソ
土
s

る
の
に
苦
し
ん
だ
。
各
県
は
厳
し
く
禁
令
し
た
が
、
掛
栂
が
機
に
乗
じ

て
蜂
起
し
、
金
を
泥
中
に
投
ず
る
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
。
な
お
、
「
地

根
乗
機
蜂
起
」
に
つ
い
て
は
「
州
志
」
玲
風
俗
志
、
流
習
に
、

州
為
小
民
害
者
、
旧
時
根
徒
。
赤
手
私
立
牙
居
、
日
行
覇
。
貧
民

持
物
入
市
、
如
花
布
米
麦
之
類
、
不
許
自
交
易
、
横
主
価
値
、
醸

意
勅
索
、
日
用
銭
。

と
あ
る
よ
う
に
、
素
手
に
も
か
か
わ
ら
ず
勝
手
に
牙
行
の
屈
を
立
て
、

貧
民
が
物
品
を
も
っ
て
取
引
き
に
く
る
と
、
綿
花
・
綿
布
・
米
麦
の
よ

う
な
類
に
つ
い
て
は
、
そ
の
自
由
な
取
引
き
を
許
さ
ず
、
取
引
価
格
を

定
め
た
り
、
ま
た
勅
索
を
行
な
っ
た
り
し
て
生
産
者
か
ら
金
品
を
せ
び

っ
て
い
る
と
い
う
。
先
の
「
粛
楽
論
漕
糧
」
に
言
う
と
ζ

ろ
は
、
結
局
、

明
末
清
初
、
長
江
デ
ル
タ
に
お
け
る
棉
作
と
水
利

米
価
騰
貴
と
棉
花
価
格
の

F
落
に
乗
じ
て
、
地
根
、
根
徒
が
さ
ら
に
棉

作
業
者
か
ら
、
買
い
た
た
き
、
あ
る
い
は
勅
索
の
要
求
な
ど
に
よ
っ
て
、

金
銭
を
ま
き
あ
げ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
州
県
の
行

政
担
当
者
は
、
右
の
ご
と
き
市
場
関
係
に
ど
の
よ
う
に
対
応
し
、
規
制

を
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
粛
楽
論
漕
糧
」
の
上
掲
部
の
続
文
に

+晶、

(
張
薄
)
(
張
采
)

会
郷
約
日
、
紳
衿
集
諸
父
老
以
為
言
、
天
如
受
先
両
先
生
倍
言
於

衆
。
請
凌
道
台
急
下
令
、
禁
醇
遁
羅
。
密
捕
首
者
、
漕
得
済
。
其

明
年
阜
、
赤
土
如
焚
、
災
与
他
巴
等
。
然
而
州
困
甚
。
大
室
持
金

銭
貿
然
。
何
適
中
下
之
下
、
視
田
産
如
禍
芽
、
薙
去
為
快
。
非
聖

明
燭
折
漁
発
、
漕
事
問
知
依
済
。

と
あ
り
、
要
は
、
遁
纏
す
な
わ
ち
米
の
売
り
惜
し
み
を
法
で
禁
止
す
る

こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
際
注
目
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
温
纏
の
禁
令
の
施

行
が
、
郷
約
の
機
会
に
復
社
の
盟
主
た
る
張
薄
・
張
采
以
下
の
郷
紳
父

老
と
も
ど
も
提
唱
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
な
お
、
右
引
用
の
末
尾
に
、
朝
廷
に
対
し
漕
糧
の
減
免
を
願

う
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
当
時
は
、
「
明
末
無
事
の
徴
」
と
い
わ
れ

る
遼
銅
・
練
銅
・
動
銅
等
の
加
派
が
正
糧
に
何
割
増
し
か
、
或
は
数
倍

す
る
と
も
い
わ
れ
、
一
般
的
に
極
め
て
重
税
の
時
期
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
加
派
は
、
上
掲
文
の
や
や
後
で
、

方
今
近
塞
多
事
、
遼
練
有
加
。
往
年
加
遼
飼
失
。
因
遼
銅
而
有
遼

米
突
。
比
年
文
加
練
銅
、
則
練
糧
亦
復
加
帯
。
始
八
升
、
継
四
升
。
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明
末
清
初
、
長
江
デ
ル
タ
に
お
け
る
棉
作
と
水
利

　
　
朝
廷
日
、
加
節
米
、
則
高
論
二
尊
折
、
母
膏
虐
也
。
薗
部
算
遼
七

　
　
銭
、
練
八
銭
耳
。
而
民
間
下
米
、
　
石
三
両
三
銭
。
是
又
増
二
石

　
　
有
零
。
其
軍
旗
綱
司
之
使
費
不
与
焉
。
萄
能
不
拘
成
例
、
令
撫
院

　
　
焔
時
価
報
二
葉
算
。
此
素
面
省
皆
便
、
而
積
困
之
民
首
罪
見
徳
。

　
　
且
母
使
民
有
隠
費
而
上
不
知
者
。

と
あ
る
よ
う
に
、
遼
餉
「
練
餉
の
加
派
に
は
さ
ら
に
、
帯
米
な
る
付
加

米
が
つ
き
、
練
糧
に
つ
い
て
は
（
強
意
も
同
じ
か
）
始
め
八
升
、
継
い

で
四
升
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
朝
廷
は
帯
米
を
加
え
た
ば
あ
い
に

は
、
遼
折
練
馬
と
い
う
よ
う
に
米
銀
交
換
レ
ー
ト
を
減
じ
た
。
戸
部
の

算
定
で
は
、
遼
餉
七
銭
、
練
餉
八
銭
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
民
間
の
貿
米

は
一
石
三
両
三
銭
で
あ
り
、
こ
れ
ま
た
後
に
二
石
に
増
し
、
つ
ま
り
二

毛
三
両
三
銭
に
減
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
に

は
軍
旅
等
の
運
軍
の
費
は
入
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
不
例
に
拘
ら
ず
、
巡

撫
を
し
て
時
価
に
焔
し
て
戸
部
へ
決
算
報
告
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
皆
是
を

便
と
し
た
。
右
の
処
置
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
江
南
糧
米
の
回
送

を
確
保
す
る
た
め
に
、
起
ち
か
の
米
価
操
作
を
行
な
っ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
ば
あ
い
で
も
な
お
、
雄
蕊
の
増
徴
は
江
南
の
米

の
需
給
関
係
か
ら
民
間
米
の
騰
貴
を
起
し
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
か

ろ
う
。
と
同
時
に
、
い
わ
ゆ
る
米
価
操
作
が
ど
れ
だ
け
の
効
果
を
み
せ

た
か
、
甚
だ
疑
問
で
あ
る
。
な
お
粛
楽
の
提
言
の
最
後
に
は
、

　
　
次
則
水
利
。
自
楊
減
塩
鉄
等
心
肝
外
、
其
他
支
管
、
無
慮
百
数
、

　
　
積
沙
煙
醗
、
論
調
平
陸
。
今
誠
訪
嘗
熟
歌
先
達
法
、
招
田
起
夫
、

　
　
勿
為
勢
免
。
招
夫
給
食
、
勿
使
工
窟
、
則
環
州
上
下
可
成
沃
壌
。

　
　
然
後
下
令
邑
中
、
高
高
下
下
、
菌
種
梗
稲
。
母
盛
土
、
母
逸
事
。

　
　
画
配
有
罰
。
此
則
十
三
万
之
漕
、
不
必
転
質
他
郡
、
而
大
姓
三
余

　
　
黄
、
緩
急
足
侍
　
。
此
有
司
能
面
。
嵯
夫
、
予
有
司
也
。
言
也
不

　
　
能
行
、
予
罪
也
夫
。

と
あ
る
。
二
河
と
言
わ
ず
懸
河
と
言
わ
ず
水
利
工
事
を
お
こ
し
、
水
稲

作
の
拡
大
を
画
り
、
当
地
に
お
け
る
米
穀
の
自
給
率
を
高
め
る
こ
と
、

そ
こ
に
狙
い
が
込
め
ら
れ
た
9
そ
の
ば
あ
い
、
例
の
常
熟
県
知
県
歌
橘

が
同
県
に
万
歴
三
三
1
四
年
に
施
行
し
た
方
法
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
郷

紳
の
優
免
を
認
め
ず
、
一
律
に
田
畝
に
福
役
負
担
を
か
け
、
実
際
の
労

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
工
事
費
の
浪
費
を
な
く
す
こ

働
力
に
照
応
し
た
工
蒔
米
・
銀
を
給
し
、

と
・
な
ど
の
轟
野
南
す
べ
き
募
る
と
い
う
・
そ
れ
に
し
て
も
・

右
で
も
や
は
り
苦
慮
し
て
い
る
の
は
漕
運
十
三
万
石
を
い
か
に
調
達
す

る
か
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
の
農
田
水
利
の
振
興
な
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
本
項
に
み
て
き
た
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
、
明
代
最
末
期
の
崇
禎

十
五
年
当
時
、
地
主
層
が
偏
人
に
水
稲
作
付
を
強
要
し
、
綿
作
か
ら
稲

作
へ
の
再
転
換
を
強
く
希
望
し
た
と
い
う
理
由
は
、
直
接
に
は
地
主
層

が
米
穀
の
入
手
を
確
保
し
よ
う
と
意
図
し
た
た
め
で
あ
る
。
が
、
そ
れ

で
は
地
主
層
は
何
故
棉
花
な
ど
で
は
な
く
米
穀
の
入
手
を
望
ん
だ
か
と

な
れ
ば
、
そ
れ
は
単
に
米
貴
花
賎
と
い
・
λ
商
売
ペ
ー
ス
、
損
得
関
係
の

み
の
問
題
で
は
な
か
っ
た
。
広
く
言
え
ば
、
損
得
の
問
題
で
あ
る
が
、

や
は
り
一
つ
に
は
、
国
家
と
の
賦
役
の
収
取
関
係
に
規
定
さ
れ
て
い
た
。
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明
末
清
初
、
長
江
デ
ル
タ
に
お
け
る
棉
作
と
水
利

朝
廷
日
、
加
帯
米
、
則
減
遼
折
練
折
、
母
青
虐
也
。
然
部
算
遼
七

銭
、
練
八
銭
耳
。
而
民
間
貿
米
、
一
石
三
両
三
銭
。
是
又
増
二
石

有
零
。
其
軍
旗
綱
司
之
使
費
不
与
薦
。
有
能
不
拘
成
例
、
令
撫
院

焔
時
価
報
部
鎖
算
。
此
於
七
省
皆
便
、
而
積
困
之
民
尤
易
見
徳
。

旦
母
使
民
有
隠
費
而
上
不
知
者
。

と
あ
る
よ
う
に
、
遼
飼
・
練
銅
の
加
派
に
は
さ
ら
に
、
帯
米
な
る
付
加

米
が
つ
き
、
練
糧
に
つ
い
て
は
(
遼
米
も
同
じ
か
)
始
め
八
升
、
継
い

で
四
升
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
朝
廷
は
帯
米
を
加
え
た
ば
あ
い
に

は
、
遼
折
練
折
と
い
う
よ
う
に
米
銀
交
換
レ

l
ト
を
減
じ
た
。
戸
部
の

算
定
で
は
、
遼
銅
七
銭
、
練
前
八
銭
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
民
間
の
貿
米

は
一
石
三
両
三
銭
で
あ
り
、
こ
れ
ま
た
後
比
二
石
に
増
し
、
つ
ま
り
二

石
三
両
三
銭
に
減
じ
る
と
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
に

は
軍
旅
等
の
運
軍
の
費
は
入
ら
な
い
。
そ
ζ

で
、
成
例
に
拘
ら
ず
、
巡

撫
を
し
て
時
価
に
焔
し
て
一
戸
部
へ
決
算
報
告
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
皆
是
を

便
と
し
た
。
右
の
処
置
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
江
南
糧
米
の
北
送

を
確
保
す
る
た
め
に
、
何
ら
か
の
米
価
操
作
を
行
な
っ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
ば
あ
い
で
も
な
お
、
加
派
の
増
徴
は
江
南
の
米

の
需
給
関
係
か
ら
民
間
米
の
騰
貴
を
起
し
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
か

ろ
う
。
と
同
時
に
、
い
わ
ゆ
る
米
価
操
作
が
ど
れ
だ
け
の
効
果
を
み
せ

た
か
、
甚
だ
疑
問
で
あ
る
。
な
お
粛
楽
の
提
言
の
最
後
に
は
、

次
則
水
利
。
白
楊
林
塩
鉄
等
幹
河
外
、
其
他
支
河
、
無
慮
百
数
、

積
沙
煙
欝
、
勢
若
平
陸
。
今
誠
訪
嘗
熟
欧
先
達
法
、
侶
田
起
夫
、

勿
為
勢
免
。
招
夫
給
食
、
勿
使
工
旗
、
則
環
州
上
下
可
成
沃
壌
。

然
後
下
令
邑
中
、
高
高
下
下
、
悉
種
梗
稲
。
母
噴
土
、
母
逸
事
。

違
者
有
罰
。
此
則
十
三
万
之
漕
、
不
必
転
買
他
郡
、
而
大
姓
鏡
余

賞
、
緩
急
足
侍
失
。
此
有
司
事
也
。
嵯
夫
、
予
有
司
也
。
言
也
不

能
行
、
予
罪
也
夫
。

と
あ
る
。
幹
河
と
言
わ
ず
枝
河
と
言
わ
ず
水
利
工
事
を
お
こ
し
、
水
稲

作
の
拡
大
を
画
り
、
当
地
に
お
け
る
米
穀
の
自
給
率
を
高
め
る
こ
と
、

そ
こ
に
狙
い
が
込
め
ら
れ
た

0

・
そ
の
ば
あ
い
、
例
の
常
熟
県
知
県
歌
橘

が
岡
県
に
万
歴
三
三

l
四
年
に
施
行
し
た
方
法
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
郷

紳
の
優
免
を
認
め
ず
、
一
律
に
田
畝
に
待
役
負
担
を
か
け
、
実
際
の
労

働
力
に
照
応
し

K
工
食
米
・
銀
を
給
し
、
工
事
費
の
浪
費
を
な
く
す
こ

と
、
な
ど
の
払
却
し
p
踏
襲
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、

右
で
も
や
は
り
苦
慮
し
て
い
る
の
ほ
漕
運
十
三
万
石
を
い
か
に
調
達
す

る
か
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
の
農
田
水
利
の
振
興
な
の
で
あ
る
。

以
上
、
本
項
に
み
て
き
た
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
、
明
代
最
末
期
の
崇
禎

十
五
年
当
時
、
地
主
層
が
佃
人
に
水
稲
作
付
を
強
要
し
、
綿
作
か
ら
稲

作
へ
の
再
転
換
を
強
く
希
望
し
た
と
い
う
理
由
は
、
直
接
に
は
地
主
層

が
米
穀
の
入
手
を
確
保
し
よ
う
と
意
図
し
た
た
め
で
あ
る
。
が
、
そ
れ

で
は
地
主
層
は
何
故
棉
花
な
ど
で
は
な
く
米
穀
の
入
手
を
望
ん
だ
か
と

な
れ
ば
、
そ
れ
は
単
に
米
貴
花
賎
と
い
九
商
売
ぺ

l
ス
、
損
得
関
係
の

み
の
問
題
で
は
な
か
っ
た
。
広
く
言
え
ば
、
損
得
の
問
題
で
あ
る
が
、

や
は
り
一
つ
に
は
、
国
家
と
の
賦
役
の
収
取
関
係
に
規
定
さ
れ
て
い
た
。
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現
物
納
た
る
白
糧
・
漕
糧
の
負
担
は
、
米
が
貴
く
な
り
、
絶
対
量
に
不

足
を
来
た
せ
ば
、
当
然
深
刻
な
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、

米
と
棉
花
・
一
糸
・
棉
布
と
の
交
換
を
握
る
商
業
・
流
通
資
本
と
の
関

係
に
規
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
際
、
地
主
層
な
り
郷
一
層
な
り
が
、
固

有
の
流
通
商
業
ル
ー
ト
を
持
っ
た
り
、
或
は
、
商
人
各
階
層
と
の
継
続

話
は
別
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
．
で
な
く
地
主
な
り
郷
紳
が
、
あ
る
点

で
自
作
農
や
佃
戸
層
と
も
、
取
引
の
場
で
競
合
し
う
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
内
容
を
考
え
る
に
し
て
も
、
崇
禎
十
五
年
と
言
え
ば
、
明
朝
滅
亡

の
直
前
で
あ
り
、
各
地
に
農
民
反
乱
が
蜂
起
し
、
盗
賊
が
横
行
す
る
と

い
う
政
情
・
社
会
不
安
の
状
況
の
ほ
か
に
、
連
年
の
水
害
、
日
照
り
に

花
よ
り
米
の
方
を
、
と
い
う
の
は
、
崇
禎
十
五
年
時
点
の
特
殊
な
事
態

で
あ
る
と
す
る
の
も
、
一
理
が
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
係
っ
て
、
崇
禎
末
、

葉
藁
蓑
撰
の
『
啓
禎
記
聞
録
』
巻
二
（
文
震
官
撰
『
痛
史
』
所
収
）
崇

禎
十
五
年
の
項
に
は

　
　
薪
桂
米
珠
、
自
目
蓋
血
書
愈
愈
、
始
信
此
語
為
不
謹
　
。
逮
至
五

　
　
月
、
二
面
既
登
、
豊
穣
異
重
重
歳
。
虚
者
毎
畝
収
二
石
、
少
者
亦

　
　
明
末
清
初
、
長
江
デ
ル
タ
に
お
け
る
棉
作
と
水
利

し

　
　
不
下
石
許
。
自
販
価
亦
漸
減
。
春
間
、
小
麦
毎
升
瞼
六
十
文
。
至

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
是
心
身
。
呉
中
田
畝
　
無
麦
租
細
思
。
祇
因
去
冬
多
全
白
、
賠
糧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
太
甚
。
今
夏
麦
又
大
稔
、
諸
大
家
瀬
為
新
例
。
凡
旧
歳
田
禾
蒔
而

　
　
荒
畠
、
毎
畝
索
麦
租
斗
、
誠
不
得
已
而
然
、
而
郷
民
亦
遂
輸
…
麦
、

　
　
無
課
長
令
者
。

と
あ
り
、
こ
こ
に
は
、
蘇
州
地
方
に
お
け
る
麦
租
の
例
が
崇
禎
十
五
年

に
始
つ
た
経
緯
の
説
明
が
あ
る
が
、
注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
歳
が
二
麦

の
収
穫
が
豊
穣
で
あ
り
麦
価
も
低
減
し
た
と
い
う
状
況
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
諸
大
家
（
介
与
・
地
主
）
は
麦
租
を
定
例
と
し
た
と
い
う
点
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
麦
租
定
例
化
の
前
提
と
し
て
は
、
去
冬
に
つ
い
て

「
賠
糧
太
だ
甚
し
」
と
い
っ
て
お
り
、
や
は
り
地
主
側
が
糧
米
徴
達
に

如
し
ん
だ
点
を
一
要
因
と
し
て
い
る
。
な
お
、
右
の
事
例
も
ま
た
崇
禎

十
五
年
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
、
ま
す
ま
す
こ
の
年
の
特
殊
な
事
情
が
考

慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
次
の

一
点
だ
け
は
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
当
長
江
デ
ル

タ
に
お
い
て
は
、
農
業
生
産
の
諸
形
態
（
愈
愈
と
か
二
毛
作
と
か
）
に

し
て
も
、
そ
れ
ら
が
具
体
的
に
と
り
行
な
わ
れ
る
生
産
関
係
（
地
主
佃

戸
関
係
）
に
し
て
も
、
い
ず
れ
に
し
て
も
専
制
国
家
権
力
の
関
わ
り
は

こ
れ
を
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
な
お
、
付
言
す
れ
ば
、
麦
租
の
定

例
化
と
は
、
正
し
く
地
主
収
奪
の
強
化
で
あ
り
、
し
か
も
従
来
認
め
ら

れ
て
い
な
い
麦
（
こ
れ
が
直
ち
に
裏
作
全
体
と
言
え
る
か
は
疑
問
で
あ

る
が
、
麦
が
裏
作
中
の
最
大
最
重
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
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現
物
納
た
る
白
糧
・
漕
糧
の
負
担
は
、
米
が
貴
く
な
り
、
絶
対
量
に
不

足
を
来
た
せ
ば
、
当
然
深
刻
な
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、

米
と
棉
花
・
棉
糸
・
棉
布
と
の
交
換
を
握
る
商
業
・
流
通
資
本
と
の
関

係
に
規
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
際
、
地
主
層
な
り
郷
紳
層
な
り
が
、
固

有
の
流
通
商
業
ル

l
ト
を
持
っ
た
り
、
或
は
、
商
人
各
階
層
と
の
継
続

的
か
つ
独
占
的
な
諸
関
係
を
取
り
結
び
、
農
村
で
の
、
農
民
と
の
取
引

は
地
主
を
通
じ
た
形
で
し
か
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば

話
は
別
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
な
く
地
主
な
り
郷
紳
が
、
め
る
点

で
自
作
農
や
佃
一
戸
層
と
も
、
取
引
の
場
で
競
合
し
う
る
と
い
う
こ
と
に

な
れ
ば
、
当
時
の
農
村
の
生
産
物
↓
商
品
の
う
ち
で
、
や
は
り
安
定
的

(
幻
)

な
の
は
棉
花
で
は
な
く
、
米
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
い
か

な
る
内
容
を
考
え
る
に
し
て
も
、
崇
禎
十
五
年
と
言
え
ば
、
明
朝
滅
亡

の
直
前
で
あ
り
、
各
地
に
農
民
反
乱
が
蜂
起
し
、
盗
賊
が
横
行
す
る
と

い
う
政
情
・
社
会
不
安
の
状
況
の
ほ
か
に
、
連
年
の
水
害
、
日
照
り
に

よ
る
凶
作
が
続
い
て
、
、
検
糧
不
足
が
極
ま
っ
た
と
さ
れ
る
。
蘇
州
に
「

「
ワ
ム
】
」

食
人
」
の
習
が
み
ら
れ
た
ど
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
棉

花
よ
り
米
の
方
を
、
と
い
う
の
は
、
崇
禎
十
五
年
時
点
の
特
殊
な
事
態

で
あ
る
と
す
る
の
も
、
一
理
が
あ
ろ
う
。
乙
の
点
に
係
っ
て
、
崇
禎
末
、

葉
紹
衰
撰
の
「
啓
禎
記
聞
録
」
巻
二
(
文
震
亨
撰
「
痛
史
』
所
収
)
崇

禎
十
五
年
の
項
に
は

薪
桂
米
珠
、
自
白
観
今
歳
之
景
、
始
信
此
語
為
不
謹
失
。
逮
至
五

月
、
二
麦
既
登
、
豊
穣
異
於
常
歳
。
多
者
毎
畝
収
二
石
、
少
者
亦

明
末
清
初
、
長
江
デ
ル
タ
に
お
け
る
棉
作
と
水
利

不
下
石
許
。
自
是
価
亦
漸
減
。
春
問
、
小
麦
毎
升
輸
六
十
文
。
至

、
、
、
、
、
、
、
、
、

是
減
半
。
呉
中
間
畝
無
麦
租
之
例
。
祇
因
去
冬
多
全
白
、
賠
糧

太
甚
。
今
夏
麦
又
大
稔
、
諸
犬
家
朔
為
新
例
。
凡
旧
歳
田
禾
蒔
而

荒
者
、
毎
畝
索
麦
租
斗
、
誠
不
得
己
而
然
、
而
郷
民
亦
遂
輸
麦
、

無
不
奉
令
者
。

と
あ
り
、
乙
乙
に
は
、
蘇
州
地
方
に
お
け
る
麦
租
の
例
が
崇
禎
十
五
年

に
始
っ
た
経
緯
の
説
明
が
あ
る
が
、
注
意
す
べ
き
は
、
乙
の
歳
が
二
麦

の
収
穫
が
豊
穣
で
あ
り
麦
価
も
低
減
し
た
と
い
う
状
況
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
諸
犬
家
(
郷
紳
・
地
主
)
は
麦
租
を
定
例
と
し
た
と
い
う
点
で
あ

る
。
し
か
し
、
乙
の
麦
租
定
例
化
の
前
提
と
し
て
は
、
去
冬
に
つ
い
て

「
賠
糧
太
だ
甚
し
」
と
い
っ
て
お
り
、
や
は
り
地
主
側
が
糧
米
徴
達
に

困
し
ん
だ
点
を
一
要
因
と
し
て
い
る
。
な
お
、
右
の
事
例
も
ま
た
崇
禎

十
五
年
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
ま
す
ま
す
こ
の
年
の
特
殊
な
事
情
が
考

慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
乙
と
に
な
ろ
う
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
次
の

一
点
だ
け
は
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
当
長
江
デ
ル

タ
に
お
い
て
は
、
農
業
生
産
の
諸
形
態
(
棉
作
と
か
二
毛
作
と
か
)
に

し
て
も
、
そ
れ
ら
が
具
体
的
に
と
り
行
な
わ
れ
る
生
産
関
係
(
地
主
佃

一
戸
関
係
)
に
し
て
も
、
い
ず
れ
に
し
て
も
専
制
国
家
権
力
の
関
わ
り
は

こ
れ
を
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
な
お
、
付
言
す
れ
ば
、
麦
租
の
定

例
化
と
は
、
正
し
く
地
主
収
奪
の
強
化
で
あ
り
、
し
か
も
従
来
認
め
ら

れ
て
い
な
い
麦
(
乙
れ
が
直
ち
に
裏
作
全
体
と
言
え
る
か
は
疑
問
で
あ

る
が
、
麦
が
裏
作
中
の
最
大
最
重
要
な
も
の
で
あ
る
乙
と
か
ら
、

-87 -

そ
の



　
　
明
末
清
初
、
長
江
デ
ル
タ
に
お
け
る
棉
作
と
水
利

理
解
の
可
能
性
は
大
で
あ
る
）
へ
の
佃
蓼
科
派
で
あ
れ
ば
事
は
重
大
で

あ
る
。
佃
戸
層
は
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
と
も
か
く
、

麦
租
は
爾
後
、
十
九
、
二
十
世
紀
ま
で
継
続
さ
れ
る
。
明
極
末
の
崇
禎

十
五
年
、
ド
サ
ク
サ
に
紛
れ
て
地
主
収
取
の
強
化
が
画
ら
れ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
た
だ
し
、
右
の
点
の
正
確
な
理
解
を
す
る
た
め
に
は
、
や
や

材
料
が
不
足
し
て
お
り
、
今
後
の
課
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
本
項
に
み
て
来
た
と
こ
ろ
を
整
理
し
よ
う
。
明
初
に
あ
っ
て
は
、
棉

作
は
国
家
の
奨
励
を
受
け
、
堅
甲
制
度
に
よ
っ
て
そ
の
栽
培
奨
励
は
担

当
さ
れ
て
い
た
。
や
が
て
棉
作
、
織
布
業
の
広
範
な
普
及
・
展
開
と
と

も
に
、
国
家
収
取
物
品
と
し
て
の
棉
花
・
棉
布
は
大
き
く
発
展
し
、
か

つ
変
質
し
た
。
明
末
の
政
治
的
動
乱
の
下
、
食
糧
不
足
が
懸
念
さ
れ
る

と
、
棉
花
よ
り
米
穀
を
、
と
い
う
声
は
地
方
官
レ
ベ
ル
で
も
挙
げ
る
の

で
あ
っ
た
。

　
　
註

↑
）
西
嶋
定
生
著
『
中
国
経
済
史
研
究
」
　
（
原
、
東
京
大
学
文
学
部
研

　
究
報
告
第
二
、
一
九
六
六
）
の
第
三
部
、
商
品
生
産
の
展
開
と
そ
の

　
構
造
、
所
載
の
以
下
の
各
篇
。
年
度
は
原
載
年
次
。

　
］
）
「
十
六
・
十
七
世
紀
を
中
心
と
す
る
申
国
農
村
」
工
業
の
考
察
」

　
（
一
九
四
八
）
、
⇔
「
明
代
に
お
け
る
木
鼻
の
普
及
に
つ
い
て
」

　
（
一
九
四
八
）
、
⇔
「
中
国
初
期
画
業
の
形
成
と
そ
の
構
造
」
　
（
一

　
九
四
九
）
、
的
「
中
国
初
期
碁
譜
市
場
の
考
察
」
　
（
一
九
四
七
）
。

　
た
だ
し
、
西
嶋
氏
の
一
連
の
研
究
が
前
掲
書
に
集
成
さ
れ
た
時
点

（一

纔
Z
六
）
で
同
書
に
は
「
補
記
」
が
付
さ
れ
、
氏
の
研
究
が
は
じ

　
め
公
表
さ
れ
た
時
か
ら
、
右
の
時
点
に
至
る
ま
で
の
間
に
、
西
嶋
氏

　
の
研
究
に
対
し
て
行
な
わ
れ
た
批
判
・
新
見
解
の
提
示
、
あ
る
い
は

　
関
連
す
る
新
問
題
の
開
発
な
ど
に
つ
い
て
の
氏
の
所
感
が
述
べ
ら
れ

　
て
い
る
。

（
a
特
に
「
補
記
」
　
（
前
掲
書
、
九
〇
四
頁
以
下
）
参
照
。
た
だ
し
、

　
こ
こ
に
窺
え
る
と
こ
ろ
の
西
嶋
氏
と
佐
伯
有
一
氏
等
と
の
考
え
方
の

　
微
妙
な
ズ
レ
が
、
西
嶋
氏
の
所
説
に
最
初
に
批
判
を
加
え
た
波
多
野

　
善
大
氏
と
西
嶋
氏
と
の
間
に
も
存
在
し
た
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
。

3
　
　
「
申
国
史
把
握
の
前
進
1
西
嶋
定
生
氏
の
研
究
成
果
に
つ
い
て
⊥

　
（
『
歴
史
学
研
究
」
＝
二
九
、
一
九
四
九
年
）
。

↑
ウ
そ
の
文
献
リ
ス
ト
は
、
前
註
曾
）
の
「
補
記
」
に
尽
さ
れ
て
い
る
。

　
た
だ
し
、
特
に
、
佐
伯
有
一
「
日
本
の
明
清
時
代
研
究
に
お
け
る
商

　
品
生
産
評
価
を
め
ぐ
っ
て
一
そ
の
学
説
史
的
展
望
1
」
，
（
『
中
国
史

　
の
時
代
区
分
」
一
九
五
七
年
）
参
照
。

（
開
申
国
史
に
お
け
る
棉
作
技
術
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
天
野
元
之
助

　
『
中
国
農
業
史
研
究
』
　
（
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
六
二
年
）
第
二
編

　
栽
培
篇
、
第
二
章
棉
作
の
展
開
、
も
参
考
と
す
べ
き
で
あ
る
。

（
6
）
西
嶋
前
掲
書
、
七
四
五
1
八
頁
・
八
二
〇
1
三
頁
参
照
。

↑
）
旧
北
平
図
書
館
所
蔵
本
。
東
洋
文
庫
の
マ
イ
ク
ロ
焼
付
本
に
よ
る
。

　
な
お
、
こ
の
方
志
の
編
者
等
に
つ
い
て
は
、
各
巻
の
巻
頭
な
ど
に
、

　
　
甫
上
銭
粛
重
過
孫
定
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明
末
清
初
、
長
江
デ
ル
タ
に
お
け
る
棉
作
と
水
利

理
解
の
可
能
性
は
大
で
あ
る
)
へ
の
佃
租
科
派
で
あ
れ
ば
事
は
重
大
で

あ
る
。
佃
一
月
層
は
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
の
や
た
ろ
う
か
。
と
も
か
く
、

麦
租
は
爾
後
、
十
九
、
二
十
世
紀
ま
で
継
続
さ
れ
る
。
明
極
末
の
崇
禎

十
五
年
、
ド
サ
ク
サ
に
紛
れ
て
地
主
収
取
の
強
化
が
画
ら
れ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
た
だ
し
、
右
の
点
の
正
確
な
理
解
を
す
る
た
め
に
は
、
や
や

材
料
が
不
足
し
て
お
り
、
今
後
の
課
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
項
に
み
て
来
た
と
こ
ろ
を
整
理
し
よ
う
。
明
初
に
あ
っ
て
は
九
棉

作
は
国
家
の
奨
励
を
受
け
、
里
甲
制
度
に
よ
っ
て
そ
の
栽
培
奨
励
は
担

当
さ
れ
て
い
た
。
や
が
て
棉
作
、
織
布
業
の
広
範
な
普
及
・
展
開
と
と

も
に
、
国
家
収
取
物
品
と
し
て
の
棉
花
・
棉
布
は
大
き
く
発
展
し
、
か

つ
変
質
し
た
。
明
末
の
政
治
的
動
乱
の
下
、
食
糧
不
足
が
懸
念
さ
れ
る

と
、
棉
花
よ
り
米
穀
を
、
と
い
う
声
は
地
方
官
レ
ベ
ル
で
も
挙
げ
る
の

で
あ
っ
た
。

註

(1)

西
嶋
定
生
著
「
中
国
経
済
史
研
究
」
(
原
、
東
京
大
学
文
学
部
研

究
報
告
第
二
、
一
九
六
六
)
の
第
三
部
、
商
品
生
産
の
展
開
と
そ
の

構
造
、
所
載
の
以
下
の
各
篇
。
年
度
は
原
載
年
次
。

付
「
十
六
・
十
七
世
紀
を
中
心
と
す
る
中
国
農
村
工
業
の
考
察
」

(
一
九
四
八
)
、
同
「
明
代
に
お
け
る
木
棉
の
普
及
に
つ
い
て
」

(
一
九
四
八
)
、
同
「
中
国
初
期
棉
業
の
形
成
と
そ
の
構
造
」
(
一

九
四
九
)
、
骨
「
中
国
初
期
棉
業
市
場
の
考
察
」
(
一
九
四
七
)
。

た
だ
し
、
西
嶋
氏
の
一
連
の
研
究
が
前
掲
書
に
集
成
さ
れ
た
時
点

(
一
九
六
六
)
で
同
書
に
は
「
補
記
」
が
付
さ
れ
、
氏
の
研
究
が
は
じ

め
公
表
さ
れ
た
時
か
ら
、
右
の
時
点
に
至
る
ま
で
の
聞
に
、
西
嶋
氏

の
研
究
に
対
し
て
行
な
わ
れ
た
批
判
・
新
見
解
の
提
示
、
あ
る
い
は

関
連
す
る
新
問
題
の
開
発
な
ど
に
つ
い
て
の
氏
の
所
感
が
述
べ
ら
れ

て
い
る
。

(2)

特
に
「
補
記
」
(
前
掲
書
、
九

O
四
頁
以
下
)
参
照
。
た
だ
し
、

こ
乙
に
窺
え
る
と
乙
ろ
の
西
嶋
氏
と
佐
伯
有
一
氏
等
と
の
考
え
方
の

微
妙
な
ズ
レ
が
、
西
嶋
氏
の
所
説
に
最
初
に
批
判
を
加
え
た
波
多
野

善
大
氏
と
西
嶋
氏
と
の
聞
に
も
存
在
し
た
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
。

(3)

「
中
国
史
把
握
の
前
進
l
西
嶋
定
生
氏
の
研
究
成
果
に
つ
い
て

4

(
「
歴
史
学
研
究
』
一
三
九
、
一
九
四
九
年
)
。

(
4
)
そ
の
文
献
リ
ス
ト
は
、
前
註
(2)
の
「
補
記
」
に
尽
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
特
に
、
佐
伯
有
一
「
日
本
の
明
清
時
代
研
究
に
お
け
る
商

品
生
産
評
価
を
め
ぐ
っ
て
ー
そ
の
学
説
史
的
展
望
l
」
(
「
中
国
史

の
時
代
区
分
」
一
九
五
七
年
)
参
照
。

(5)

中
国
史
に
お
け
る
棉
作
技
術
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
天
野
元
之
助

「
中
国
農
業
史
研
究
」
(
御
茶
の
水
書
房
。
、
一
九
六
二
年
)
第
二
編

栽
培
篇
、
第
二
章
棉
作
の
展
開
、
も
参
考
と
す
べ
き
で
あ
る
。

(6)

西
嶋
前
掲
書
、
七
四
五

l
八
頁
・
八
二

O

l
三
頁
参
照
υ

ナ
)
旧
北
平
図
書
館
所
蔵
本
。
東
洋
文
庫
の
マ
イ
ク
ロ
焼
付
本
に
よ
る
。

な
お
、

ζ

の
方
志
の
編
者
等
に
つ
い
て
は
、
各
巻
の
巻
頭
な
ど
に
、

南
上
銭
粛
楽
虞
孫
定
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州
人
羅
宇
南
来
期

　
と
あ
り
、
ま
た
序
・
凡
例
の
日
付
は
、
壬
午
（
崇
禎
十
五
年
）
冬
日

　
と
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
右
の
州
人
張
采
は
、
字
指
先
、
崇
禎
元
年
の

　
進
士
で
、
か
の
張
薄
、
字
天
如
と
と
も
に
両
懸
と
称
さ
れ
、
と
も
に

　
復
社
の
中
心
と
な
る
。
な
お
、
州
志
作
成
の
崇
禎
十
五
年
の
前
年
に

　
張
薄
は
死
ん
で
お
り
、
張
采
が
残
っ
て
太
倉
郷
紳
の
代
表
格
で
あ
っ

　
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お
。
銭
粛
楽
は
、
寧
波
鄭
県
人
。
崇
禎
十
年
進

　
士
で
太
倉
知
州
と
な
り
、
十
五
年
去
任
。
そ
の
後
一
時
官
を
離
れ
帰

　
郷
し
た
が
、
清
兵
の
南
下
に
応
じ
起
止
し
、
南
明
政
権
の
魯
王
に
仕

　
え
、
右
食
都
御
史
か
ら
内
閣
大
学
士
と
な
る
。
著
に
正
気
堂
集
、
南

　
連
鎖
等
あ
り
、
と
も
に
「
四
明
叢
書
』
第
二
集
所
収
の
『
銭
忠
介
公

　
集
』
・
に
収
む
。

曾
）
た
だ
し
、
厳
密
に
言
え
ば
、
こ
の
凡
例
に
は
、

　
　
壬
年
冬
日
　
州
三
曲
郭
張
采
有
識

　
と
あ
り
、
　
「
余
」
と
は
張
采
を
い
う
よ
う
で
あ
る
が
、
本
文
中
で
は

　
特
に
銭
粛
楽
の
言
の
ば
あ
い
に
は
「
粛
楽
按
」
と
あ
り
、
張
采
の
ば

　
あ
い
も
「
采
按
」
と
あ
っ
て
、
「
余
」
な
ど
と
い
う
表
現
は
あ
ま
り

　
な
い
。
従
っ
て
「
余
」
と
は
必
ず
し
も
張
采
の
み
を
さ
す
の
で
は
な

　
く
、
銭
安
楽
の
こ
と
も
指
す
（
あ
る
い
は
郷
紳
張
采
が
知
州
銭
粛
楽

　
の
代
言
を
し
て
い
る
）
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

す
）
西
嶋
前
掲
書
、
八
二
七
1
三
六
頁
参
照
。
氏
が
拠
っ
た
の
は
、
主

と
し
て
清
代
康
煕
墨
の
上
海
の
人
、
葉
夢
珠
「
閲
世
南
区
食
貨

　
　
明
末
清
初
、
長
江
デ
ル
タ
に
お
け
る
棉
作
と
水
利

　
一
1
お
よ
び
食
貨
四
で
あ
る
。
西
嶋
氏
が
米
価
と
棉
花
価
格
と
を
対

　
照
し
て
確
認
し
た
重
要
な
点
は
、
市
場
に
出
る
棉
花
が
実
棉
で
あ
っ

　
て
、
脱
核
棉
花
（
繰
棉
）
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
氏
は
、
こ

　
の
点
か
ら
棉
作
経
営
が
余
裕
の
な
い
零
細
経
営
で
あ
っ
た
と
み
る
が

　
従
う
べ
き
見
解
で
あ
ろ
う
。

⑳
西
嶋
前
掲
書
、
七
四
八
頁
・
八
三
五
1
六
頁
参
照
。
こ
の
点
に
は

　
波
多
野
前
掲
論
文
の
批
判
が
あ
っ
て
、
適
切
で
あ
る
。

9
前
註
（
辺
参
照
。

⑫
西
嶋
前
掲
書
、
八
二
六
頁
。

穂
）
天
野
元
之
助
氏
（
前
掲
書
、
六
一
六
頁
）
は
、
こ
れ
を
「
カ
マ
ボ

　
コ
型
の
畦
の
両
側
に
、
豆
の
う
え
ら
れ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
己

　
と
す
る
。

＠
　
西
嶋
前
掲
書
、
八
一
二
頁
参
照
。

（
愚
西
嶋
前
掲
書
、
七
五
六
頁
以
下
参
照
。

⑯
鶴
見
尚
弘
「
明
代
に
お
け
る
郷
村
支
配
」
　
（
岩
波
講
座
『
世
界
歴

　
史
』
1
2
、
一
九
七
一
年
）
六
一
頁
参
照
。

⑭
　
西
嶋
前
掲
書
、
七
五
六
1
九
頁
参
照
。

寛
）
西
嶋
前
掲
書
、
八
一
五
頁
以
下
参
照
。

（
逗
布
演
に
つ
い
て
は
、
西
嶋
前
掲
書
、
七
四
三
1
五
頁
、
八
五
八
一

　
六
一
頁
等
参
照
。
松
江
府
等
に
あ
っ
て
は
、
里
甲
正
負
た
る
里
長
。

　
甲
首
の
役
等
（
松
江
府
で
は
白
下
、
三
年
、
総
甲
と
よ
び
、
ま
た
一

　
区
の
役
と
し
て
総
藻
、
塘
長
が
あ
っ
た
）
は
十
年
置
審
里
役
と
よ
ば

一　89　一

州
人
張
采
南
郭
輯

と
あ
り
、
ま
た
序
・
凡
例
の
日
付
は
、
壬
午
(
崇
禎
十
五
年
)
冬
日

と
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
右
の
州
人
張
采
は
、
字
受
先
、
崇
禎
元
年
の

進
士
で
、
か
の
張
湾
、
字
天
如
と
と
も
に
両
張
と
称
さ
れ
、
と
も
に

復
社
の
中
心
と
な
る
。
な
お
、
州
志
作
成
の
崇
禎
十
五
年
の
前
年
に

張
痔
は
死
ん
で
お
り
、
張
采
が
残
っ
て
太
倉
郷
紳
の
代
表
格
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
な
お
。
銭
粛
楽
は
、
寧
波
郵
県
人
。
崇
禎
十
年
進

士
で
太
倉
知
州
と
な
り
、
十
五
年
去
任
。
そ
の
後
一
時
官
を
離
れ
帰

郷
し
た
が
、
清
兵
の
南
下
に
応
じ
起
兵
し
、
南
明
政
権
の
魯
王
に
仕

え
、
右
食
都
御
史
か
ら
内
閣
大
学
士
と
な
る
。
著
に
正
気
堂
集
、
南

征
集
等
あ
り
、
と
も
に
「
四
明
叢
書
」
第
二
集
所
収
の
「
銭
忠
介
公

集
』
に
収
む
。

(8)

た
だ
し
、
厳
密
に
言
え
ば
、
乙
の
凡
例
に
は
、

壬
年
冬
日
州
人
南
郭
張
采
謹
識

と
あ
り
、
「
余
」
と
は
張
采
を
い
う
よ
う
で
あ
る
が
、
本
文
中
で
は

特
に
銭
粛
楽
の
言
の
ぱ
あ
い
に
は
「
粛
楽
按
」
と
あ
り
、
張
采
の
ぱ

あ
い
も
「
采
按
」
と
あ
っ
て
、
「
余
」
な
ど
と
い
う
表
現
は
あ
ま
り

な
い
。
従
っ
て
「
余
」
と
は
必
ず
し
も
張
采
の
み
を
さ
す
の
で
は
な

く
、
銭
粛
楽
の
こ
と
も
指
す
〈
あ
る
い
は
郷
紳
張
采
が
知
州
銭
粛
楽

の
代
言
を
し
て
い
る
)
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

す
)
西
嶋
前
掲
書
、
八
二
七

l
三
六
頁
参
照
。
氏
が
拠
っ
た
の
は
、
主

と
し
て
清
代
康
照
中
葉
の
上
海
の
人
、
葉
夢
珠
「
閲
世
編
」
時
食
貨

明
末
清
初
、
長
江
デ
ル
タ
に
お
け
る
棉
作
と
水
利

一
!
お
よ
び
食
貨
四
で
あ
る
。
西
嶋
氏
が
米
価
と
棉
花
価
格
と
を
対

照
し
て
確
認
し
た
重
要
な
点
は
、
市
場
に
出
る
棉
花
が
実
棉
で
あ
っ

て
、
脱
核
棉
花
(
繰
棉
)
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
氏
は
、
乙

の
点
か
ら
棉
作
経
営
が
余
裕
の
な
い
零
細
経
営
で
あ
っ
た
と
み
る
が

従
う
べ
き
見
解
で
あ
ろ
う
。

お
)
西
嶋
前
掲
書
、
七
四
八
頁
・
八
三
五

l
六
頁
参
照
。
乙
の
点
に
は

波
多
野
前
掲
論
文
の
批
判
が
あ
っ
て
、
適
切
で
あ
る
。

(
日
)
前
註
(
叩
)
参
照
。

(
辺
西
嶋
前
掲
書
、
八
二
六
頁
。

B)
天
野
元
之
助
氏
(
前
掲
書
、
六
一
六
頁
)
は
、

ζ

れ
を
「
カ
マ
ボ

コ
型
の
畦
の
両
側
に
、
豆
の
う
え
ら
れ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
己

と
す
る
。

3
西
嶋
前
掲
書
、
八
一
二
頁
参
照
。

(
葛
西
嶋
前
掲
書
、
七
五
六
頁
以
下
参
照
。

(
路
)
鶴
見
尚
弘
「
明
代
に
お
け
る
郷
村
支
配
」
(
岩
波
講
座
『
世
界
歴

史
」
辺
、
一
九
七
一
年
)
六
一
頁
参
照
。

官
)
西
嶋
前
掲
書
、
七
五
六

l
九
頁
参
照
。

(
日
)
西
嶋
前
掲
書
、
八
一
五
頁
以
下
参
照
。

不
毛
布
解
に
つ
い
て
は
、
西
嶋
前
掲
書
、
七
四
三

l
五
頁
、
八
五
八

i

六
一
頁
等
参
照
。
松
江
府
等
に
あ
っ
て
は
、
里
甲
正
役
た
る
里
長
・

甲
首
の
役
等
(
松
江
府
で
は
経
催
、
該
年
、
総
甲
と
よ
ぴ
、
ま
た
一

区
の
役
と
し
て
総
催
、
塘
長
が
あ
っ
た
)
は
十
年
編
審
里
役
と
よ
ば
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明
末
清
初
、
長
江
デ
ル
タ
に
お
け
る
棉
作
と
水
利

　
れ
、
小
役
と
さ
え
い
わ
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
布
解
、

　
北
運
、
望
見
、
轟
轟
等
の
糧
役
は
、
五
年
編
審
で
大
役
に
属
し
、
最

　
も
苦
役
と
称
さ
れ
た
。

璽
西
嶋
前
掲
書
、
八
一
九
頁
等
参
照
。

愈
　
白
糧
を
運
ぶ
役
は
白
明
解
戸
あ
る
い
は
単
に
白
糧
と
か
二
戸
と
か

　
呼
ば
れ
、
布
解
と
並
ぶ
大
役
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
改
革
は
些
末
江

　
南
で
大
問
題
と
な
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
明
末
、

　
江
南
五
府
に
お
け
る
均
田
均
役
法
」
　
『
史
学
雑
誌
』
八
五
－
六
、

　
一
九
七
六
年
）
参
照
。

露
）
同
様
な
資
料
む
て
、
響
嘉
定
県
志
』
倦
旧
注
考
下
和
折
始
蒸

　
「
万
暦
二
十
一
年
本
県
民
本
」
に
も
、

　
　
既
不
宜
於
禾
稲
、
姑
取
辮
於
木
棉
。
以
花
織
布
、
以
布
貿
銀
、
以

　
　
銀
回
米
、
以
米
見
軍
。

　
と
あ
っ
て
、
か
な
り
一
般
的
な
理
解
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。

霞
木
棉
栽
培
は
地
味
を
奪
う
が
故
に
肥
料
が
使
用
さ
れ
た
。
肥
料
に

　
は
農
家
が
自
給
し
う
る
糞
、
灰
、
生
泥
、
緑
肥
の
ほ
か
、
商
品
肥
料

　
的
な
豆
餅
が
使
用
さ
れ
た
。
西
嶋
前
掲
書
八
二
六
頁
参
照
。

2
周
知
の
ご
と
く
、
十
六
世
紀
初
め
に
は
、
そ
れ
ま
で
「
蘇
杭
熟
す

　
れ
ば
天
下
足
る
」
と
い
わ
れ
た
デ
ル
タ
の
穀
倉
と
し
て
の
地
位
は
、

　
「
湖
広
熟
す
れ
ば
天
下
足
る
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
揚
子
江

　
中
流
域
が
第
一
の
穀
倉
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
右
の
転
換
の
時
期
に

　
つ
い
て
は
、
岩
見
宏
「
湖
広
熟
天
下
足
」
　
（
『
東
洋
史
研
究
』
二
〇

　
1
四
、
　
一
九
六
二
年
）
参
照
。

船
）
食
事
の
水
利
工
事
に
つ
い
て
は
、
浜
島
賢
俊
「
明
代
江
南
の
水
利

　
の
「
考
察
」
　
（
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
」
四
七
、
一
九
六
九
年
）
．

　
拙
稿
「
明
末
、
揚
子
江
デ
ル
タ
地
帯
に
お
け
る
水
利
慣
行
の
変
質
」

　
（
『
史
淵
」
、
一
一
一
、
一
九
七
四
年
）
参
照
。

塞
　
本
項
二
の
⑪
参
照
。
な
お
、
西
嶋
前
掲
書
、
八
八
七
頁
以
下
。

竃
西
嶋
前
掲
書
、
八
二
七
1
三
〇
頁
の
米
価
、
棉
花
価
格
に
つ
い
て

　
の
変
動
表
、
参
照
。

露
）
　
『
啓
禎
記
聞
録
』
巻
二
、
崇
禎
十
五
年
条
。
本
文
引
用
部
よ
り
前

　
出
部
分
。

一　90　一一

明
末
清
初
、
長
江
デ
ル
タ
に
お
け
る
棉
作
と
水
利

れ
、
小
役
と
さ
え
い
わ
れ
た
乙
と
も
あ
る
。
乙
れ
に
対
し
、
布
解
、

北
運
、
収
免
、
収
銀
等
の
糧
役
は
、
五
年
編
審
で
大
役
に
属
し
、
最

も
苦
役
と
称
さ
れ
た
。

(
加
)
西
嶋
前
掲
書
、
八
一
九
頁
等
参
照
。

む
自
糧
を
運
ぶ
役
は
臼
糧
解
一
戸
あ
る
い
は
単
に
臼
糧
と
か
解
一
円
と
か

呼
ば
れ
、
布
解
と
並
ぶ
大
役
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
改
革
は
明
末
江

南
で
大
問
題
と
な
っ
て
い
た
が
、

ζ

れ
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
明
末
、

江
南
五
府
に
お
け
る
均
田
均
役
法
」
『
史
学
雑
誌
』
八
五

l
六、

一
九
七
六
年
)
参
照
。

(
忽
同
様
な
資
料
と
し
て
、
断
「
嘉
定
県
志
』
時
田
賦
考
下
漕
折
始
末
、

「
万
麿
二
十
一
年
本
県
民
本
」
に
も
、

既
不
宜
於
禾
稲
、
姑
取
排
於
木
棉
。
以
花
織
布
、
以
布
貿
銀
、
以

銀
纏
米
、
以
米
免
軍
。

と
あ
っ
て
、
か
な
り
一
般
的
な
理
解
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。

(
幻
)
木
棉
栽
培
は
地
味
を
奪
う
が
故
に
肥
料
が
使
用
さ
れ
た
。
肥
料
に

は
農
家
が
自
給
し
う
る
糞
、
灰
、
生
泥
、
緑
肥
の
ほ
か
、
商
品
肥
料

的
な
豆
餅
が
使
用
さ
れ
た
。
西
嶋
前
掲
書
八
二
六
頁
参
照
。

h
M
6

周
知
の
ご
と
く
、
十
六
世
紀
初
め
に
は
、
そ
れ
ま
で
「
蘇
杭
熟
す

れ
ば
天
下
足
る
」
と
い
わ
れ
た
デ
ル
タ
の
穀
倉
と
し
て
の
地
位
は
、

「
湖
広
熟
す
れ
ば
天
下
足
る
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
揚
子
江

中
流
域
が
第
一
の
穀
倉
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
右
の
転
換
の
時
期
に

つ
い
て
は
、
岩
見
宏
「
湖
広
熟
天
下
足
」
(
「
東
洋
史
研
究
』
二

O

一
九
六
二
年
)
参
照
。

窃
)
歌
橘
の
水
利
工
事
に
つ
い
て
は
、
浜
島
敦
俊
「
明
代
江
南
の
水
利

の
一
考
察
」
(
「
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
」
四
七
、
一
九
六
九
年
)
・

拙
稿
「
明
末
、
揚
子
江
デ
ル
タ
地
帯
に
お
け
る
水
利
慣
行
の
変
質
」

(
『
史
淵
』
、
一
一
一
、
一
九
七
四
年
)
参
照
。

寄
)
本
項
二
の
⑪
参
照
。
な
お
、
西
嶋
前
掲
書
、
八
八
七
頁
以
下
。

窓
西
嶋
前
掲
書
、
八
二
七

l
三
O
頁
の
米
価
、
棉
花
価
格
に
つ
い
て

の
変
動
表
、
参
照
。

(
お
)
「
啓
禎
記
聞
録
』
巻
二
、
崇
禎
十
五
年
条
。
本
文
引
用
部
よ
り
前

出
部
分
。

ー
四
、
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